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 ≤│ 
 

 ─  
本計画は、区内の自然的条件・社会的条件に即した地球温暖化対策に関する基本

的な考え方のほか、パリ協定やＳＤＧｓの採択後における世界の潮流を踏まえ、脱

炭素社会の構築に向けた目標とともに区民・事業者・区が各々の役割に応じて取り

組むべき対策と進行管理の方法等を示し、区内の温室効果ガス排出量削減の取組を

総合的かつ計画的に推進することを目的とします。 

地球温暖化対策には、温室効果ガス排出抑制を図るための‘緩和策＊’と、地球温

暖化が進行した場合に受ける影響への対処を図る‘適応策＊’の考え方があります。

本計画では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 28(2016)年 5 月改正、以

下「地球温暖化対策推進法」といいます。）の第 19 条の２に基づき緩和策を取り扱

うと同時に、「気候変動適応法」（平成 30(2018)年 12月施行）の第４条に基づき適応

策についても取り扱います。 

 

 ─ ↑ 
板橋区では、区の環境全般にわたる施策の基本方針を総合的に示す計画である「板

橋区環境基本計画 2025」（平成 28(2016)年～令和 7(2025)年）を平成 28( 2016) 年３

月に策定し、「『人と緑を未来へつなぐスマートシティ“エコポリス板橋”』の実現」

をめざすべき環境の姿としています。 

本計画は、「板橋区環境基本計画 2025」の下位計画として位置付けられ、区の行動

指針として、温暖化対策を総合的に推進していくための拠り所とします。また、本

計画の策定及び推進に際しては、国や東京都の関連法規のほか、区の上位計画や関

連計画との整合や連携を図ります。 

 

 
  

Ӣ ṑ ɕɧɱ 2025  

Ӣʝ ∕ ы Ḩ 2025  

Ӣ ⁸Ǭǖȑɑȶɥɱ 

ǋǦǷǞȮɨɶɱɕɧɱ 2025 ǵḨ  

Ӣ᷂Ḣ   

ӢḨ ₳ 27(2015) ₴ 10  

 

⌐ ╢ ⁸ ─  

ʣ̬  

 

ה  

Ӣ ṑḨ 2025 ₳ 28(2016) ₴ 3  

Ӣ᷂ ӓᾍ ὕ
˗ҵ˗ 2021  

 

注）「板橋区地球温暖化対策実行計画（事務事業編）2021」は、区の事務事業を対象とした地球温暖化対策を定めた

実行計画であり、「地球温暖化対策推進法」において全ての地方公共団体に対して策定が義務付けられている「地

方公共団体実行計画（事務事業編）」に相当します。 

ӢḨ 2025 ₳ 28(2016) ₴  

᷂ ӓᾍ ǵ

ǲ ǠȒ ♣ 

̌ Ӣ᷂ ӓᾍ ὕ ӢḢ 2025  

ǋǦǷǞNo.1 ὕ ɕɧɱ 2021( ₳ 31(2019) ₴ 1 )

₴) 

ΒẀҲ ꜘ  
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 ≤∆╢ ●☻ 
本計画で削減対象とする温室効果ガスは、「京都議定書」及び地球温暖化対策推進

法が対象とする二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、

パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の 7 ガスで、人為的に排出

されているものとします。 

なお、本計画の策定及び進行管理における温室効果ガスの算定は、「オール東京 62

市区町村共同事業」の算定手法に基づくものとします。（算定手法の詳細については

資料３を参照） 

表 本計画で対象とする温室効果ガスの概要 

Ὑҧ Ȫȷǵ  ᷂

ӓ͜  
ʺǱ˲  Ḩ ₴↓  

˘ ӓ CO 2  
 ҘƲ ⁸ȪȷƲLPGƲ Ʋ Ҳ

ǵ̓ Ʋ∕ ԁ ǲ̢ǋ їǜȓȒƳ 

₳

1990 ₴↓ 
ɟȽɱ CH 4  

 ⁸ȪȷƲLPGƲ Ҳ Ʋ∕ ԁƲ

ʤ ы ǲ̢ǋ їǜȓȒƳ ї Ƕ˘

ӓ ǲ ȀƲ ₡ǲᾜǱǋƳ 

ʝ ӓ˘ N2 O  
 ⁸ȪȷƲLPGƲ Ҳ Ʋ∕ ԁƲ

ʤ ы ǲ̢ǋ їǜȓȒƳ ї Ƕ˘

ӓ ǲ ȀƲ ₡ǲᾜǱǋƳ 

ɍȢɇɫɓɩȨɫȩ

ɶɚɱ  

HFCs  

 л ↕ȋὤ↨ ȦȠȱɱƲȩɶȦȠȱɱƲ

Ҳ Ṹ ǵ̓ ȋᶥ̸֛ ǵ

ǲ̢ǋ їǜȓȒƳ 

₳

1995 ₴↓ 
ɏɶɓɩȨɫȩɶɚ

ɱ  

PFCs  

 
ἧ ᴜ ȋӭᾚ̱ ǵ̸ ȋ

› ǲǑǘȒ ǲ̢ǋ їǜȓȒƳ 

АǼǪӓ SF 6  
 ӭᾚ̱ ȋẀ ρǵ › ȋ ̸

ǲǑǘȒ ǲ̢ǋ їǜȓȒƳ 

ʢǼǪӓ NF  
 ӭᾚ̱ ȋɓɁӓ ǵ ǵ

ǲ̢ǋ їǜȓȒƳ 
-  

注）基準年度とは温室効果ガス排出量の増減の変化や削減目標を設定するうえでの比較対象とする年度であり、京

都議定書第３条第８項に従い、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素の３物質は平成２(1990)年度とし、ハイド

ロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄については平成７(1995)年度とします。また、

三ふっ化窒素は平成 27(2015)年４月１日に施行された「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する

法律」により温室効果ガスの種類に追加され、基準年度はありません。 
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 ─  
本計画の期間は令和３(2021)年度から令和７(2025)年度までの５年間とします。

ただし、計画期間内においても区を取り巻く環境や社会情勢の変化に応じて、柔軟

に改善・見直しを行います。また、第３章において掲げる「将来像」を実現するた

め、国や東京都が長期的取組の目標年度として位置付ける概ね令和 32(2050)年度ま

でを見据えた施策を展開します。 

表 計画期間 
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◖ꜝⱶ  24 24 ┼─  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƞɏɨӲὑǵὕ ș  

₳ 30(2018) ₴12 2 15 Ʋ

ɛɶɧɱɇɵȩɆɲȡɂȥǲǑǋǭƲ

ΒẀҲ 24 ᶥ ᶮ̝

24 Ƴ̊ʤƲֿ̝ șƼ ƽǯǋ

Ǎ Ǔ σǜȓȅǞǦƳ֓қǞǦᶮɵ᷂

ḢǶƲ197 ǒᶮɵ᷂ḢǮƲǤǵ֓қ

˲ Ƕ 22,762 ˲ ↑ 13,890 ˲Ʋ

↑ʺ̱ 6,046 ˲ ǯẎ Ǳȉǵ

ǮǞǦƳ 

˹ᶥǵ 24 ǵ ǯǞǭǶƲɏ

ɨӲὑǵὕ Ǔ ǜȓǦǚǯǓ

ǙȐȓȅǠƳǤǵʺǱКὦǶƲ ǵǯǑ

ȑǮǠƳ 

1 ЋǭǵᶮǲВ ǲ ǜȓȒὕ ǵֻ  

ὕ ǯǞǭƲ їѹ ǵКὦǓ ӓǜȓȅǞǦ ΒẀҲ ᴇ ƳЋǭǵᶮ

ǲǫǋǭƲ їǠȒѹ ș ǲǠȒǦȈǲ їǠȀǔ Ḹ ὑǵ ɵѼ Ʋ

ᾍ ѝ ș ὑǞȅǞǦƳ 

2 їѹ ǵ ɵ ї ɅɶȽǵḸף ר  

ЋǭǵᶮǓ̉ᴇ 6( 2024 )₴ȅǮǲѧᶥǵḸף ș ї ї ɅɶȽƲѹ ǵ

Ƕⱳ ǠȒǚǯǯǞȅǞǦƳȅǦƲ їѹ ǯ Ḹףǵʝ șר ͪ ὑ Ʋ

Ѽ ƲɅɶȽ Ḹ ǠȒǯǞǭǋȅǠƳ 

3 ⁸ḹɟȩɉȸɞǶƲ 25 ǲϼ ȑǜȓȅǞǦƳ 25 Ǯȉϼ ȑ  

4 ϼ ᶮǒȐ ʣᶮǿǵ Ƕ̉ᴇ (2020 )₴ǒȐ ỒǮֻ ǞǭǋȅǠƳ 

 

ƞȶɡɏɱɏɑɨȨɱɵȹɁȵɥɱǲ Ӣ Ǔ Ṥ 

24 ǵ̝ ʴǲ σǜȓǦƲȶɡɏɱɏ

ɑɨȨɱǲǑǘȒᶮКẆǵ ̱̈ ǲȏȒȹ

ɁȵɥɱǲƲӢ Ǔ ṤǞȅǞǦƳ 

˹ᶥǵ֓қǲ ǪǦ ǶƲƼȦȱɛɨȷ ṑ

⁸ὗ ƽǒȐ 25 ₴ǵ ș ǏƲȽɧɌȠ

ᾍ ʫ ǵ᷂ ӓᾍ ǵϮ ˗͈șВ

ǠȒ֝ ș ˺ǠȒ ǵɛɶȽɩȳȢɆǲƲ

Ӣǵ֝ ș ǞǦǯǚȔƲ ṑ Ǳǰǒ

Ȑ► ȹɁȵɥɱǿǵ Ṥ ǓǉǪǦȉǵǮ

ǠƳ 

Ӣ ǶƲȶɡɏɱɏɑɨȨɱǮǵȷɒɶȿǮƲƼ ֯ Ǳ ̝ǵ ǋ ǵ

ƽșȈǝǠ ṑ șʴⱲǲƲ ₑ ṑ ǒȐ ǖɜɪɶȵȠǯǵ˧

ƲӢǵ ǯ ֯ Ǳ ǵǦȈǵ ǯǵ Ʋᾛɵʴἶר

Ǯǵ Ͻ ǵ ˗͈ǱǰƲ ⁸ǯ᷂ ǯǓȦɋɩȬɶȋ᷂Ḣ ș Ὀ

ǞֻǍⱦ В Ḍ ̝ǿǵ֝ ǲǫǋǭ ˺ǞȅǞǦƳǜȐǲƲ ӢǶƲɏɨ

ӲὑǮ ǜȓǦƼ˹ʫ ♥ӭǵ˲ Ǳ Ὑҧ Ȫȷ їὕ ȺɫƽǯǋǍ

șʫ ǯВ ǞƲֺ ̱ǯȉ ǞǱǓȐƲ᷂ ӓᾍ ș Ȉǭǋǖǚ

ǯș ǞȅǞǦƳ 

ǜȐǲƲֿ ẅƲȩɆɲȡɂȥ⁸ǵʺσǲȏȒ ̱̈ ǲȏȒ̝ ƼȩɆ

ɲȡɂȥɵȭɧȢɟȢɆɵȵɓɆƽǲ֓қƲКẆǵ ̱ǵ ǯ ӓǲׄ

ǘǦ֝ ǲǫǋǭ Ḹ˧ ǞȅǞǦƳ 
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 ≤ ─  
 

 

 
 ─ ≤  

─  

地球温暖化に伴う気候変動により、世界全体で平均気温の上昇が観測されています。 

また、海水温の上昇に伴う北極圏の海氷やグリーンランド氷床の融解が観測されてお

り、海への流入水量の増加や海水の膨張等により、世界の海面水位は明治 34(1901)年

～平成 22(2010)年にかけて 0.19m程度上昇したと考えられています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─  

明治 31(1898)年以降、日本の平均気温は 100年あたりおよそ 1.19℃の割合で上昇し

ています。気温上昇に伴い、真夏日（最高気温が 30℃以上の日）の年間日数は増加傾

向にあり、一方で冬日（最低気温が０℃未満）の年間日数は減少しています。また、

降水量については、1 日に降る雨の量が 100mm以上の大雨の日が増加傾向にあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 世界の年平均気温の経年変化（1898～2018年）出典：気象庁 

※各年の基準値（1981～2010年平均値）からの

偏差及び偏差の 5 年移動平均 
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図 日本の年平均気温の経年変化（1898～2018年）出典：気象庁 
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─ ─  

「気候変動に関する政府間パネル( IPCC) ＊」が平成 26( 2014) 年度に公表した「第５次評

価報告書・統合報告書」では、気候システムに対する人為的影響が明らかであるととも

に、「気候システムの温暖化には疑う余地がなく、また、1950年代以降、観測された変化

の多くは数十年から数千年間にわたり前

例のないものである」と示されました。 

また、本報告書では、気候変動の将来予

測について、厳しい温暖化対策を実施した

場合（RCP2.6）、対策を実施せず温室効果

ガスの排出が増加した場合（RCP8.5）、等

の４つのシナリオを示しています。 

最も地球への影響が大きい RCP8.5シナ

リオの場合、21世紀末までに世界の平均気

温は 2.6～4.8℃、海面水位は 0.45～0.82m

の上昇が見込まれています。また、今世紀

半ばまでには北極圏の海氷が夏季にはほ

とんど存在しない状態となる可能性が高

いと予想されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 
 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 
 

図 1950年から 2100年までの気温変化 
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⌐ ∆╢  

近年、世界各地で気温の上昇などが起こり、異常気象や自然災害の発生などの気候変動

の影響が現れており、既に私たちの食べ物や健康等に影響を及ぼし始めています。そして、

その影響はますます大きくなることが科学的に示されています。こうした気候変動の影響

に対処し、被害を少なくすることを「適応」といいます。 

今後大きくなると予想される気候変動による影響に対して、事前に備えるための検討・

準備を始めなければならない時期にきています。 

 
出典：地方公共団体における気候変動適応計画策定ガイドライン 

図 気候変動に伴う影響の例 

 

 
出典：気候変動適応情報プラットフォームＨＰより 
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╩ ∂⌂™ ─ꜞ☻◒ 

国の「気候変動適応計画」では、「農業・林業・水産業」、「水環境・水資源」、「自

然生態系」、「自然災害・沿岸域」、「健康」、「産業・経済活動」、「国民生活・都市生活」

の 7 つの分野について、既存文献や気候変動及びその影響予測結果を活用して、「重

大性」、「緊急性」、「確信度」の観点から気候変動による影響を評価しています。 

このうち、板橋区において、重要と考えられる分野・項目や「重大性」、「緊急性」、

「確信度」が特に大きい、または高いと評価された分野・項目とその影響について抜

粋しました。 
 ⌐⅔↑╢  

       出典：気候変動適応計画 平成 30年 11月 環境省 

※凡例 

重大性：①影響の程度（エリア・期間）、②影響が発生する可能性、③影響の不可逆性（元の状

態に回復することの困難さ）、④当該影響に対する持続的な脆弱性・曝露の規模のそれ

ぞれの要素をもとに、社会、経済、環境の観点で、専門家判断により評価 

（〇：特に大きい、ợ：「特に大きい」とは言えない、－：現状では評価できない） 

緊急性：①影響の発現時期、②適応の着手・重要な意思決定が必要な時期のそれぞれの観点ごと

に、3 段階（「緊急性は高い」、「緊急性は中程度」、「緊急性は低い」）で評価し、緊急性

の高い方を採用 

（〇：高い、 ：中程度、Ǐ：低い、－：現状では評価できない） 

確信度：①証拠の種類、量、質、整合性、②見解の一致度のそれぞれの視点により、3 段階（「確

信度は高い」「確信度は中程度」「確信度は低い」）で評価 

（〇：高い、 ：中程度、Ǐ：低い、－：現状では評価できない） 

 

分野 大項目 小項目 
評価 

重大性 緊急性 確信度 

農業・ 

林業・ 

水産業 

農業 

果樹 〇 〇 〇 

園芸作物（野菜） －   

病害虫・雑草・動物感染症 〇 〇 〇 

農業生産基盤 〇 〇  

その他 

農林水産業従事者の熱中症 

（死亡リスク） 
〇 〇 〇 

農林水産業従事者の熱中症 

（熱中症） 
〇 〇 〇 

水環境・ 

水資源 

水環境 河川 ợ Ǐ Ǐ 

水資源 水供給（地表水） 〇 〇  

自然生態系 

陸域生態系 人工林 〇   

淡水生態系 河川 〇  Ǐ 

生物季節 生物季節 ợ 〇 〇 

分布・個体群の

変動 

在来種 〇 〇 〇 

外来種 〇 〇  

自然災害・ 

沿岸域 

水害 
洪水 〇 〇 〇 

内水 〇 〇  

土砂災害 土石流、地すべり等 〇 〇  

健康 
暑熱 

死亡リスク 〇 〇 〇 

熱中症 〇 〇 〇 

感染症 節足動物媒介感染症 〇   

国民生活・ 
都市生活 

インフラ・ 
ライフライン
等 

水道、交通等 〇 〇 Ǐ 

その他 暑熱による生活への影響等 〇 〇 〇 
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 ↕╣╢ ⌐╟╢ ① 

分野 大項目 小項目 将来予測される気候変動による影響 

農業・ 

林業・ 

水産業 

農業 

果樹 
・ブドウ、桃等に高温による生育障害が発生することが想

定される。 

病害虫・ 

雑草・ 

動物感染

症 

・害虫の越冬可能地域の拡大や発生世代数の増加による被

害の増大の可能性が指摘されている。 

・高 CO2条件下で、発病の増加が予測された事例がある。 

・一部の雑草において、気温の上昇により定着可能域の拡

大の可能性が指摘されている。 

農業生産 

基盤 

・気温上昇により融雪流出量が減少し、用水路等の農業水

利施設における取水に影響を与えることが予測されてい

る。 

水環境・ 

水資源 

水環境 河川 

・2090年までに浮遊砂量が増加することが予測されてい

る。 

・水温の上昇による溶存酸素の低下、溶存酸素消費を伴っ

た微生物による有機物分解反応や硝化反応の促進、藻類

の増加による異臭味の増加等も予測されている。 

水資源 
水供給 

（地表水） 

・融雪時期の早期化による需要期の河川流量の減少に伴う

水の需要と供給のずれが生じることが予測される。 

・渇水による用水等への影響が懸念されている。 

・海面上昇による河海水（塩水）の遡上による取水への支

障などが懸念される。 

自 然 生

態 系  

陸 域 生

態 系  
人工林 

・現在より３℃気温が上昇するとスギ人工林の脆弱性が増

加することが予測されている。 

・現在より１～２℃の気温の上昇により、松枯れの危険域

が拡大することも予測されている。 

淡 水 生

態 系  
河川 

・最高水温が現状より３℃上昇すると、冷水魚が生息可能

な河川が減少することが予測されている。 

・積雪量や融雪出水の時期・規模の変化による河川生物相

への影響が懸念される。 

・大規模な洪水の頻度増加による濁度成分の河床環境への

影響や、それに伴う魚類、底生動物、付着藻類等への影

響が懸念される。 

・渇水に起因する水温の上昇や溶存酸素の減少による河川

生物への影響が懸念される。 

生物季節 生物季節 

・生物季節の変動について、ソメイヨシノの開花日の早期

化などの影響が予測されている。 

・個々の種が受ける影響だけでなく、生物間の様々な相互

作用への影響が予想されている。 

分布・ 

個体群の 

変動 

在来種 
・分布域の変化やライフサイクル等の変化が起こるほか、

種の移動や局地的な消滅による種間相互作用の変化が予

想されている。 

・生育地の分断化により、種の絶滅を招く可能性がある。 

・侵略的外来生物の侵入や定着確率が気候変動により高ま

ることも想定される。 

外来種 
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 ↕╣╢ ⌐╟╢ ② 

分野 大項目 小項目 将来予測される影響 

自然災害・ 

沿岸域 

河川 

洪水 

・洪水を起こしうる大雨事象が現在に比べて増加し、同じ

頻度の降雨量が１～３割増加する可能性がある。 

・洪水を発生させる降雨量の増加割合に対して、洪水ピー

ク流量の増加割合、氾濫発生確率の増加割合がともに大

きくなることを示している。 

・氾濫可能エリアにおける氾濫発生の頻度が増すことで、

水害の起こりやすさが増加する。 

・海岸近くの低平地等では、海面水位の上昇により洪水氾

濫の可能性が増加し、氾濫による浸水時間の長期化が想

定される。 

内水 

・内水被害をもたらす大雨事象が今後増加する可能性があ

る。 

・河川近くの低平地等では、河川水位が上昇する頻度の増

加によって、下水道等から雨水を排水しづらくなること

による内水氾濫の可能性が増え、浸水時間の長期化が想

定される。 

・都市部には、特有の氾濫・浸水に対する脆弱性が存在す

るため、短時間集中降雨の増大と海面水位の上昇が重な

ることで影響が大きくなる。 

土砂災害 
土石流、 

地すべり等 

・集中的な崩壊やがけ崩れ、土石流等の頻発による山地や

斜面周辺地域の社会生活への影響が懸念される。 

・現象の大規模化による既存の土砂災害危険箇所等以外へ

の被害が拡大する可能性がある。 

・河川への土砂供給量増大による治水・利水機能の低下が

懸念される 

健康 

暑熱 

死亡リスク 

・夏季の熱波の頻度が増加し、死亡率や罹患率に関係する

熱ストレスの発生が増加する可能性が予測されている。 

・熱ストレスによる死亡リスクは、今世紀中頃（2050年

代）には 1981～2000年に比べ、約 1.8～2.2 倍、今世紀

末（2090年代）には約 2.1～約 3.7 倍に達することが予

測されている。 

熱中症 

・年齢別にみると、熱中症発生率の増加率は 65歳以上の

高齢者で最も大きい。 

・熱中症搬送者数は２倍以上になると予測されている。 

感染症 
節足動物 

媒介感染症 

・ヒトスジシマカの分布可能域が広がると予測されてい

る。 

国民生活・ 

都市生活 

インフラ・ 

ライフ 

ライン等 

水道、 

交通等 

・気候変動による短時間強雨や渇水の増加、強い台風の増

加等が進めば、インフラ・ライフライン等に影響が及ぶ

ことが懸念される。 

その他 

暑熱による 

生活への 

影響等 

・既に存在するヒートアイランドに気候変動による気温の

上昇が加わり、気温が上昇を続けることが見込まれる。 

・気温や体感指標の上昇が予測されており、上昇後の温熱

環境は、熱中症リスクや快適性の観点から、都市生活に

大きな影響を及ぼすことが懸念される。 

 

二酸化炭素は大気中に長くとどまるため、過去に排出した分が溜まり続けます。そして、

濃度が高くなるにつれて地球の平均気温が上がり、人類や生態系への影響が重大になって

いきます。例えば、令和元(2019)年に猛威を振るった台風 15 号や 19 号など、近年では甚

大な風水害が多発しています。このまま対策をとらないと、経験したことのない影響が様々

な場面で顕在化してくると予測されており、私たちの子孫に大きなリスクを残すことにな
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ります。そのため、産業革命前から今世紀後半までの気温上昇を 1.5℃に抑えるための緩

和策に加え、気候変動による影響に備える適応策を講じることが急務となっています。 

近年では、自社が関係するサプライチェーンやバリューチェーンの脱炭素化をめざす企

業が現れています。これらの企業では、取引条件に再生可能エネルギーの利用等を求めて

きており、対策をとらないことがビジネス機会の喪失のリスクにもなってきています。 

そのような中、令和２(2020)年に地球規模で突如発生した新型コロナウイルス感染症の

拡大に伴う社会経済活動の制限により、二酸化炭素の排出量は一時的に減少するとも考え

られますが、経済をＶ字回復させるため、その反動で急増することも危惧されています。

例えば、資金不足や先行きへの不安から、高効率機器や再生可能エネルギー設備の導入等

に向けた設備投資の鈍化や、環境性よりも経済性を重視する傾向（より安価ではあるがＣ

Ｏ２排出係数の大きな電力や、次世代型ではなく従来型の自動車を選択するなど）が強まる

ことも懸念されます。一方、テレワークの普及をはじめ、「Society5.0 」の戦略分野に挙げ

られているＡＩや自動運転、ロボット、第５世代移動通信システム（５Ｇ）のような新技

術が、感染拡大防止策や社会インフラ整備において実装され、社会変革が進むといった指

摘も見受けられます。いずれにしても、コロナ後の経済復興はグリーンリカバリーと呼ば

れる、パリ協定やＳＤＧｓに沿ったものにしていく必要があり、今から、私たちは未来の

世代に負の遺産を残さぬよう行動する責任があります。 

 

 
出典 環境省 

ה  ─   

ủ 27(2015)  ◘Ⱶ♇♩ ▪ⱷꜞ◌כꜜכꜙ♬ה◒   

「持続可能な開発目標( ＳＤＧｓ) 」を中核とする「持続可能な開発のための 2030アジェンダ

を採択。社会、経済、環境に関する課題を総合的に解決する強い意志を共有 

ủ 27(2015)  21 ⱨꜝfi☻הⱤꜞ  

京都議定書に代わる、令和２（2020）年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際

枠組である「パリ協定」を採択 

・「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保つとともに、１．５℃に抑

える努力」 

・「今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収源による除去の均衡の達成」 

ủ 28 2016  ₈ ₉  

温室効果ガスの排出量について、「日本の約束草案」に基づき削減目標を設定 

・中期目標として「2030年度において、2013年度比 26.0％減の水準にする」 

（板橋区の事務・事業に伴う排出が該当する「業務その他部門」は約 40％削減が目標 ） 

・長期的目標として「2050年までに 80％の温室効果ガスの排出削減」 

ủ 30 2018  24 ⱳכꜝfi♪ה◌♩fl▫♠▼  

パリ協定の運営に関する「実施指針」を採択。令和２（2020）年から全ての国に共通ルール

を適用 

ủ 2019  ₈Ɽꜞ ⌐ ≠ↄ ≤⇔≡─ ₉─  

「温室効果ガス排出量実質ゼロを今世紀後半のできるだけ早期に実現」 

ủ 2019 12  ₈♀꜡◄Ⱶ♇◦ꜛfi ₉  

₈ ╩ 2050 ╕≢⌐ ♀꜡⌐∆╢⁹₉ 
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 ─ ≤  
二酸化炭素の人為的な排出と吸収量をバランスさせ、実質ゼロにする「脱炭素社会」

実現のためには、区民、事業者、区のそれぞれが、地球温暖化防止に配慮した取組を実

践・継続していくことが大切です。 

本計画では、東京都の計画「ゼロエミッション東京戦略」の柱である「ＣＯ２排出量

を令和 32(2050)年までに実質ゼロにする」と、「板橋区環境基本計画 2025」にて掲げら

れている環境像の一つである「低炭素社会の実現」から、さらに踏み込んだ「脱炭素社

会の実現」とを整合させ、概ね令和 32(2050)年度までにめざす将来像と５つの基本方針

を次のとおり定めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≤  

ᾓ ϑ 

ΒẀҲ ᾍꜘ  

᷂Ḣ  

̝  

Ĭ ˗ ǵ֝

ǿǵ  

Į ȭɨɶɱǮꜝ

ǱȅǨǬǖȑ 

ĭ ȦɋɩȬɶǵҧ

Ǳѫ ǯ ṑ

ǵ ᾽ 

ī Ӣ ǵ֝ ǿ

ǵ  

į ΒẀҲǵ◙

ǲᾍǠȒᾍ

ꜘ  

 

Ӣ ǵ 

֝   

˗ ǵ 

֝  

Ӣǵ֝  
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˗ ǵ֝  

Ӣ ǵ֝  

ī Ӣ ǵ֝ ǿǵ
 

Ĭ ˗ ǵ֝
ǿǵ  

ĭ ȦɋɩȬɶǵ
ҧ Ǳѫ ǯ
ṑ ǵ ᾽ 

Į ȭɨɶɱǮꜝ
ǱȅǨǬǖȑ 

 ḱ  

į ΒẀҲǵ◙
ǲᾍǠȒᾍ
ꜘ  

Ӣ
ǵ
֝

 

ᾓ

ϑ 
 

 
 

Β
Ẁ
Ҳ
ǲ
ᾍ
ꜘ
Ǟ

᷂
Ḣ
ǯ
ǯ
ȉ
ǲ
ǫ
ǖ
Ȓ

̝ 

 ṑǲ ǞǦɧȢɓȷȽȢɩǵὕ  

 ṑǲ ǞǦ̮ȅǋǬǖȑ 

 ṑǲ ǞǦ˗ Ҳǵὕ  

 ȦɋɩȬɶƲП ֯ ȦɋɩȬɶǵᾚЊ 

ī- ṑǲ ǞǦɧȢɓȷȽȢɩǵ ֗͝  

 

ī- ṑǲ ǞǦ̮ȅǋǬǖȑǵ͝  

 

Ĭ- ṑǲ ǞǦ˗ Ҳǵ͝  

Ĭ- ȦɋɩȬɶƲП ֯ ȦɋɩȬɶǵᾚЊ  

ĭ- Ȧɋ֗ǺПȦɋᾚЊ͝  

ĭ- ṑ ᵣǵ͝  

ĭ- ṑ ǵ  

Į- ǛȆǵ ǯɨȳȢȭɩǵ  

Į- ᷂ ǲȋǜǞǖ ǉǼȓȒȢɱɓɧǵ ρ 

į- ὡ ▌  

į- ᾍ  

į- ᾍ  
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˺ɘɶȶ ︣ Ở ỏ Ồ Ỹ  

00 ɘɶȶ 

00 ɘɶȶ 

00 ɘɶȶ 

00 ɘɶȶ 

00 ɘɶȶ 

00 ɘɶȶ 

00 ɘɶȶ 

00 ɘɶȶ 

00 ɘɶȶ 

00 ɘɶȶ 

00 ɘɶȶ 

00 ɘɶȶ 

00 ɘɶȶ 

00 ɘɶȶ 

00 ɘɶȶ 

00 ɘɶȶ 

Ȳɶɩ ᶩ  

ᶩșǱǖǤǍ 

Ȳɶɩ  

șȺɫǲ 

Ȳɶɩ β∆Ǳ  
ǠȀǭǵ˲ǲβ∆ǯ ș 
Ȳɶɩ  
ǵ ǋ șȆȚǱǲ 

Ȳɶɩ ȶȥɱȾɶ₳  

ȶȥɱȾɶ₳ șὕ ǞȏǍ 

Ȳɶɩ  
 ὄЋǱ ǯɆȢɪșʫ ʴǲ 
Ȳɶɩ ȦɋɩȬɶ  
 ȦɋɩȬɶșȆȚǱǲǤǞǭȭɨɶ
ɱǲ 
Ȳɶɩ  

 ϐǔǓǋȉ ȉ 

Ȳɶɩ Ȣɱɓɧ  
 ǯ ǵḨ șǫǖȔǍ 
Ȳɶɩ ʥ₳ ǵ  

 ˲ȋᶮǵʥ₳ șǱǖǤǍ 

Ȳɶɩ ὄЋǱ ⁸  
 ̮Ȇ ǘȐȓȒȅǨǬǖȑș 
Ȳɶɩ ֯ Ǳ ɵ  
 ǫǖȒ ̑ƲǫǒǍ ̑ 
Ȳɶɩ ΒẀҲ  
 ΒẀҲǲЕ̱ Ǳᾍ ș 
Ȳɶɩ  
 ǵ ǒǜșὃȔǍ 
Ȳɶɩ ɵ  
 ǵ ǒǜȉὃȔǍ 
Ȳɶɩ ǵ  

 ₳ᴇǯЏ șǠȀǭǵ˲ǲ 

Ȳɶɩ ɏɶɆɈɶȵɁɕ  
ɏɶɆɈɶȵɁɕǮ ș ǞȏǍ 

 

Ħ ǠȒ Ƕ ẐἬ  
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◖ꜝⱶ  ⌐⅔↑╢ ─  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ӢǶ₳ 25 (2013) ₴ǲӢ ǵ Ǳ ᾽șȈǝǞǦƼǋǦǷǞ ҍ ɕɧɱƽ

ș ὑǞƲ ṑǲϮǞǋ ϼ ⁸ƲӢǵϮ̬רǓ ǮǔȒ ӓ ⁸Ʋ ǲǫǱǗ

ἧ ǭɵ Ǔ ȇ ⁸ǯǞǭƼ Ҙҍ ͬ ⁸ƽƼὄⱲὄЋ ṑ ⁸ƽǯǋǍƼ ṑƽ

Ƽ ƽƼ ̝ƽǵɎɧɱȷș ǞǦ ⁸ϑș ׄǞƲ ᾽ șᶫǪǭǔȅǞǦƳ 

ǜȐǲ₳ 28 (2016) ₴ǲǶƲȽɶȰɁɆș ǲǞǦʣǮƲ ˬ 2020 Ẏ̝ǵ σȋ

ᶧḿʫ̈Ǔ♥ ș ǏȒ̉ᴇ (2025 )₴ǲׄǘƲ ѝ ȋ ș ǏǦ Ǳ֝

ǲȏȑƼ ˬǮʝ ̮ȆǦǖǱȒȅǨƽǯ ͔ǜȓȒȅǨșȈǝǠƼ ӢḨ

2025 ƽș ὑǞȅǞǦƳ 

̉ᴇϷ(2019 )₴ 9 ǲǶƲ ǵ֝ ǲǫǋǭƼ ș ǏǦ ֯ ǱӢ

ᵣșȈǝǞǭƽǯ ǞƲНἧǲȅǯȈȅǞǦƳ 

Ӣǵ Ƕ ǯ ᴇרǓ ǖƲ᷂ ̱ǲǑǘȒ᷂Ḣ ȋȦɋɩȬɶ Ὀǲȏ

Ȓⱦ В Ḍǵ ̝ǬǖȑƲ ṑ Ǳǰǵ֝ ș ȈǭǋǔȅǠƳȅǦƲᶮȋ ˬ ƲӢ

Ʋ˗ ǯǵ ӲϐǵȉǯƲӢǯǞǭ ǵ ǲὫʦǞǭǋǔȅǠƳ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

їЖ ṑ  
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平成 28（2016）年に策定した「板橋区環境基本計画 2025」（平成 28 年度～令和７年度）

では「低炭素社会の実現」を基本目標の一つとして位置付けています。 

平成 25（2013）年に策定した板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の望まし

い都市像でも、この方針を掲げ温室効果ガス排出量の削減に取り組んできました。 

さらに、令和元（2019）年 12月に東京都が策定した「ゼロエミッション東京戦略」で

は、令和 32(2050) 年に二酸化炭素排出量を実質ゼロ（植林などによる森林吸収やさらな

る革新的技術等による吸収と、排出を最小化したうえでなお残る排出量を相殺していく

こと）をめざしています。 

本計画においても、「板橋区環境基本計画 2025」の基本目標の一つである「低炭素社

会の実現」から、さらに踏み込み、令和 32(2050)年における脱炭素社会をめざして取り

組んでいきます。 

 
出典：ゼロエミッション東京戦略 東京都 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 29(2017)年度の特別区及び板橋区の詳細な排出量データが、

令和２年３月に確定したため、今後詳細な削減目標や将来推計を

掲載します。 

 
 ⌐╟╢ ─  

  

̌  

Ὑҧ Ȫȷǵ їș̉ᴇ (2025) ₴↓ȅǮǲ₳

25( 2013 )₴↓ Ǯ 19 ѹ Ʀt- CO 2ѹ ̌  

̌  

˘ ӓ ї ș̉ᴇ 32( 2050 )₴↓ȅǮǲὕ

Ⱥɫǿ 
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 ─ ⌐ ↑√  
 

 

 

 

 ─  

 

 
 

地球温暖化を防止するためには、日ごろの身近な行動の中でできる省エネ行動など

に取り組むことが重要です。そのためには、区民一人ひとりが日常生活における省エ

ネルギー型行動の実践とごみの減量に努めます。また、環境に配慮した様々な活動に

参加することで、地球温暖化対策をはじめとする環境問題への意識を高め、環境に配

慮したライフスタイルを促進します。   【●は新しい取組】 
 

֝  
 

֝ ɟɉɣɶ 

Ū Ȧɋ

ɩȬɶ

Ҳǵὕ  

 ƨ ǖǮ ǜȓǦȉǵș ǽ ǵ Ƴ 

ƦП ᴜȋ Ȉ Ǐᴜș ǽ Ȧȱɜɶȭᵀᴜ Ƴ 

 ƦЏВ˧ ǵѫ ǲҟȈƲ ǿǵ ˗Ƕ♪ ȋ Ǯ ǖƳ 

ƦȤȧɶɞȵȥȠƲȭɶɩȵȥȠƲȭɶɩȿɥȢȷ Ҳǲ֓қǞƲ

ȦɋɩȬɶǲҟȈȒƳ 

ƦȩɶȵȥȠɨɱȮș ǞǭƲⱳ Ǳǯǔǲⱳ Ǳѝǧǘ Ҳ

șѫ ǠȒƳ 

Ʀ ǵ ǶƲȦȱɇɧȢɔȋȠȢɇɨɱȮȷɆɁɕșⱲ ǘȒƳ 

Ʀ ɵ Ƚɱȭșѫ ǞǦ Ǩ ɵ ș ǍƳ 

Ʀὤ Ǔֿǟ ᾶǮᶧȐȚǞǭ ǛǠƳ 

ƦȷɜɶɆɟɶȽɶǱǰȦɋɩȬɶ ǵƼ ǏȒӓƽș Ǟ

ǭƲ ǱȦɋɩȬɶș̓ȖǱǋȏǍǲǠȒƳ 

ƨП ֯ ȦɋɩȬɶș ǞǭǫǖȐȓǦ ҘșǮǔȒǧǘẉǖ

˗ ǒȐ ЊǠȒƳ 

ūǛȆǵ

 

 ƦɜȢɎɁȮȋɜȢɚɆɩș ֓ǞƲ ҈Ӌ ș Ȓ ƲǛȆș

ǜǢǱǋ Ҳșὕ ǠȒƳ 

Ʀ ǛȆǵ ȋ Ȁ ș ǜǱǋ ƲǛȆǵ ѰǲҟȈȒƳ 

ƨ ǛȆșїǠ Ƕ ўȑș ǋƲ ȋ ԁǲ ǠȒȦɋɩȬɶ

ș ȐǠƳ 

Ʀ ǯǛȆǵѝѩșⱬ⅝ǠȒƳ 

Ʀ֦ Ʋ Ʋ ɚɶɩ ƲǺȚƲ Ʋ֦ ɵ֦⁹ƲɘɁɆɚɆ

ɩƲ ȷȿɫɶɩ ɆɪȢƲ ɏɁȭƲ∕ ƲᾛḌὤ ǵ

ᶥ֛ǲӲҘǠȒƳ 

Ŭ ṑǲ

Ǟ Ǧ

ƵǱ Ҳ

ǿǵ֓қ 

 

Ʀ ṑᵂ ǲ Ⱳș ǨƲ ṑἶ ȋ ṑȢɗɱɆ ǲ֓қǠȒƳ 

 
Ʀ ṑǲ ȖȒ᷂Ḣ Ҳ ӓɵ ӓɵɨȳȢȭɩ Ҳ ǲ֓қ

ǠȒƳ 

 ṑǲ ǞǦɧȢɓȷȽȢɩǵὕ  
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省エネルギー・再生可能エネルギー機器等の導入には、初期投資が必要となりますが、

電気料金やガス料金などの削減や、機器の交換頻度の低減等、長期的に効果の高い対策と

なります。そこで、省エネルギー機器や再生可能エネルギーの導入を検討・推進します。

このとき、住宅全体での省エネルギー化に配慮しながら、緑化なども併せて推進すること

により、快適さと両立した環境に配慮した住まいづくりを進めます。 

        【ƨは新しい取組】 
 

֝  
 

֝ ɟɉɣɶ 

Ū Ȧɋɩ

Ȭɶ ᶅȋ

П ֯ Ȧ

ɋɩȬɶǵ

ᾚЊ 

 Ʀ ȦɋɩȬɶḌл ↕Ʋ ȦɋɩȬɶḌȦȠȱɱǿǵ˧ ȋ Ȧɋ

Ḍǵ Ǳǰ ҧ Ǯ ṑר ǵ ǋ ᶅ șᾚЊǠȒƳ 
Ʀ ҧ ᶅ ȦȱȫɣɶɆƲȦȱȶɥɶȸǱǰ șᾚЊǠȒƳ 
Ʀὤ↨ șᾚЊǠȒƳ 

ƨὤ ᴜǵ ǋ Ǐ ǲǶ ȦɋɩȬɶɧɗɩ ȦȠȱɱǶɓɫɱ

ɧɗɩȉ ș ǞƲ᷂ ӓǿǵ◙ ǓᾜǱǋȉǵș ǽƳ 

 ƦẐ Ͻ ƲẐ ѫ ρȋ ρș ὁǲ ǠȒ ƲП

֯ ȦɋɩȬɶș ǲ֝ȑЊȓȒƳ 

Ʀ ὤ ǋ Ǐ ǲǶƲȦȱȩɶ ɍȢɔɨɁɇ Ҳ ɵ Ҳ

ɵ Ҳ FCV ș ǽƳ 

ū̮ὁǵ

Ȧ ɋ ɩ Ȭ

ɶӓ 

 ƦɔɧȢɱɇƲȩɶɄɱȋ ϽḌ ǲȏȑƲȦȠȱɱǵ ὑ ↓ȋ ↓

ǓǮǔȒȏǍǲǠȒƳ 

Ʀ ȋṢ Ǳǰǵ ӓ Ʋ┴ ǵ ӓș ǍƳ 

Ʀ ̮ὁș ǽ ǶƲ̆ Ȫɧȷ Ʋ ṢǱǰ ǲϮȓǦ̮ר

ὁǵ ǲҟȈȒƳ 

 ƨHEMS ̮ὁȦɋɩȬɶ ȵȷɄɞ șᾚЊǞǭƲȦɋɩȬɶǵ

Ƽ ǏȒӓƽșѫ ǞƲ̮ὁǮǵȦɋɩȬɶ șὕ ǠȒƳ 

ƨ ɵ ǲǶƲ ȦɋɩȬɶ̮ὁƲ ṑ Ḍ̮ὁƲZEH ɋɁ

ɆɵȺɫɵȦɋɩȬɶɵɍȤȷ ș┴ ǠȒƳ 

Ŭ ǒ

Ǳ̮ȅǋǬ

ǖȑ 

 Ʀ ᷂Кȋ┴ ǵᾶʣƲṢ ǵ ӓ Ʋ̮ὁǵ ӓș ǍƳ 

ƦȠȳȪȨƲɖȿɜƲȲɶɢ ș ǭǭƲẃǵ ȦɋɩȬɶǲҧ Ǔ

ǉȒ ǵȩɶɄɱș̸ȒƳ 

Ʀ ɵ ǲǶƲ ᷂Кǵ șͪЋɵҍїǠȒƳ 

 

  

 ṑǲ ǞǦ̮ȅǋǬǖȑ 
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 ─  

 

 
事業者としての地球温暖化対策には、日常の事業活動に伴う省エネ行動から設備の改

善・導入などの大規模な対策まで様々なものがあります。そこで、事業者は自らの事業

の環境との関わりを認識し、日常の事業活動における省エネルギー行動の実践とごみの

減量に努めます。また、従業員の教育・普及啓発に取り組むとともに、社会貢献活動の

一環として地域の環境教育・環境学習等を支援します。このほか、各事業所の特性に合

わせた環境負荷軽減の取組をビジネスの場で実践し、事業活動における地球温暖化対策

を推進します。      【ƨは新しい取組】 

֝  ֝ ɟɉɣɶ 

Ū Ȧɋɩ

Ȭɶ Ҳǵ

ὕ  

 ƨӢǒȐ ͑ǜȓȒ˗ ǵ ȦɋɩȬɶǲ ǠȒ Ḹ ș֓

ǲǞǭƲ ȦɋɩȬɶ Ҳǲ֝ȑ ȇƳ 

ƦȷɜɶɆɟɶȽɶǱǰȦɋɩȬɶ ǵƼ ǏȒӓƽș Ǟ

ǭƲ ǱȦɋɩȬɶș̓ȖǱǋȏǍǲǠȒƳ 

ƦȩɶɚɱȨɓȹɁɆǿ֓қǠȒƳ 

ƦȭɶɩɑȸƲȤȧɶɞɑȸș ǠȒƳ 

Ʀ ҵǲǑǘȒЏВ˧ ɵ ǵѫ ș ǠȒƳ 

Ʀ ɵ Ƚɱȭșѫ ǞǦ Ǩ ɵ ș ǍƳ 

ƦȦȱɇɧȢɔșὕ ǠȒƳ 

 
Ʀʝὑ ̊ʣǵ˗ ǶƲ ̉ș ὃǞƲ ȦɋɩȬɶƲ Ὑҧ

Ȫȷ їѹ ǲ֝ȑ ȇƳ 

 
Ʀ ṑɜɋȶɟɱɆȵȷɄɞȋ ȦȱȠȭȵɥɱǱǰǵ֝ ș

ǠȒƳ 

ūǛȆǵ

 

 

 Ʀ ᴜ ǵǛȆ ӓɵ ӓƲ Ӌ Ʋɪȶ ѹ Ʋ ȑṸ

ȑ Ʋ˗ ҲǲǑǘȒǛȆǵ ѰǲҟȈȒƳ 

ƨ ӢȨɓȡȷɨȳȢȭɩȵȷɄɞșѫ ǠȒƳ 

ƦȮɨɶɱ Њșὕ ǠȒƳ 

Ʀↄ ǲǑǘȒ ᶥ֛ǲӲҘǠȒƳ 

Ŭ ṑǲ

ǞǦ Ƶ

Ǳ Ҳǵὕ

 

 Ʀ ḹǲǑǘȒ♫ ᴣǿǵ ṑ ȋ ᾚșὕ ǠȒƳ 

ƨὁ BOXǵ ֗͝ ȋƲȦȱǲ ǞǦ ǦǱȳɶɑȷǵ ͑Ǳ

ǰƲ ǯ ɵӲҘǞƲ ṑ Ḍǵɑȶɋȷș ǠȒƳ 

 ƨ̔ ǵ ṑḸף ȋəɶɞɘɶȶ ș ǟǭƲ ᴜȋȳɶɑȷƲ

˗ Ҳǲ ȖȒ ṑ Ḹǵ ͑ș ǍƳ 

 
ƦȦȱɛɨȷ ṑ Ҳ̝ ǵ Ҳǿǵ֓қșǠȒƳ 

Ʀ᷂Ḣ ̝ǵʝᴣǯǞǭƲ᷂ ḢǮ ȖȓȒ ṑἶ ȋ ṑͪЋ Ҳ

ǲ ǲ֓қɵӲҘǠȒƳ 

Ʀ ṑǲ ȖȒ᷂Ḣ Ҳ ӓɵ ӓɵɨȳȢȭɩ Ҳ ǲ֓қ

ǠȒƳ 

 ṑǲ ǞǦ˗ Ҳǵὕ  
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省エネルギー・新エネルギー機器等を導入することにより、初期投資はかかりますが、

長期的には、光熱費等の経費削減につながり、経営の安定に寄与します。 

そこで、事業所からの二酸化炭素排出量の削減に向けて、省エネルギー機器や再生可能

エネルギーの導入を検討・推進します。 

また、省エネルギー診断やエコ・チューニングの実施などによるエネルギー管理を実施

します。このほか、建物の断熱化や事業所の緑化などにより、事業所全体での省エネルギ

ー化に努めます。      【ƨは新しい取組】 
 
֝  

 
֝ ɟɉɣɶ 

Ū Ȧɋɩ

Ȭɶ ᶅȋ

П ֯ Ȧ

ɋɩȬɶǵ

ᾚЊ 

 Ʀ ȦɋḌ ȋ ρƲ ҧ ᶅȋɚȢɧɶ ǿǵ˧ Ǳ

ǰƲ ҧ Ǯ ṑר ǵ ǋ ᶅ ǵᾚЊǲҟȈȒƳ 

Ʀ ҵ ɵ șᾚЊǠȒƳ 

ƨ ҵ ᶅƲ ҵ лфɵл ᶅǲǫǋǭǶƲ ̉ǲḨǬ

ǋǦ ș ǋƲɓɫɱǓ ǞǱǋȏǍǲǠȒƳ 

 ƦẐ Ͻ ƲẐ ѫ ρȋ ρ ƲП ֯ ȦɋɩȬɶ

ρșᾚЊǠȒƳ 

ƨП ֯ ȦɋɩȬɶș ǞǭǫǖȐȓǦ ҘșǮǔȒǧǘẉ

ǖ ˗ ǒȐ ЊǠȒƳ 

Ʀ˗ ҲǲǶƲȦȱȩɶ ɍȢɔɨɁɇ Ҳ Ʋ Ҳ Ʋ

Ҳ FCV șѫ ǠȒƳ 

ūȦɋɩȬ

ɶ ǵὕ

Ʋ˗

┴ ǵ Ȧ

ɋɩȬɶӓ 

 ƦBEMS ɑɩȦɋɩȬɶ ȵȷɄɞ șᾚЊǞǭƲ ǵ

ӓș ǍƳ 

ƨ┴ ǵ┴ ɵ ʹ ǲǶƲ ȦɋɩȬɶḌ ʹȋƲ┴ ǵZEB

ɋɁɆɵȺɫɵȦɋɩȬɶɵɑɩ ӓǲҟȈȒƳ 

 Ʀ ȋṢ Ǳǰǵ ӓ Ʋ┴ ǵ ӓș ǍƳ 

ƨ ǵ ȋϽș ǒǞǦ ɵ Ͻǵ ͪǲȏȑƲ̠ ǵ┴

ǵ ȦɋɩȬɶר ǵׄʣǲҟȈȒƳ 

ƦɔɧȢɱɇƲȩɶɄɱȋ ϽḌ ǲȏȑƲȦȠȱɱǵ ὑ ↓ȋ

↓ ǓǮǔȒȏǍǲǠȒƳ 

ƨ ȦɋɩȬɶ ȋȦȱɵȿɣɶɉɱȮș֞ǘǭƲ ʹȋȦ

ɋɩȬɶ ǵ ᵎǲҟȈȒƳ 

ƨCASBEE ┴ ṑ רֻ ͔ȵȷɄɞ ǵ ͔ș֞ǘȒƳ 

Ŭ˗ ǵ

ӓ 

 
Ʀ ᷂Кȋ┴ ǵᾶʣƲṢ ǵ ӓ ș ǍƳ 

Ʀ┴ ǵ┴ ɵṔ ǲǶƲ ᷂Кǵ șͪЋɵҍїǠȒƳ 

 

 

  

 ȦɋɩȬɶƲП ֯ ȦɋɩȬɶǵᾚЊ 
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 ─  
 

 

 

家庭部門からの二酸化炭素排出量を削減するため、環境に配慮したライフスタイルの普

及を促進します。また、住宅の省エネルギー化や緑化など環境に配慮した住まいづくりを

促進します。 

 

 

 

 

 

【施策を記載（今後作成予定）】 

 

 

 

【施策を記載（今後作成予定）】 
 

 

 

 

 

事業所における省エネルギー化、再生可能エネルギーの導入等、環境に配慮した経営の

普及促進の支援や、環境マネジメントシステムの導入促進を図り、環境と経済の好循環の

実現に努めます。また、事業所における廃棄物の減量や緑化などを支援します。 

 

 

 

 

 

【施策を記載（今後作成予定）】 

 
 

 

 

【施策を記載（今後作成予定）】 
 

  

ī- ṑǲ ǞǦ̮ȅǋǬǖȑǵ͝  

  

Ĭ- ṑǲ ǞǦ˗ Ҳǵ͝  

Ĭ- ȦɋɩȬɶƲП ֯ ȦɋɩȬɶǵᾚЊ  

ī- ṑǲ ǞǦɧȢɓȷȽȢɩǵ ֗͝  

  

Ḩ Ĭ ˗ ǵ֝ ǿǵ  

Ḩ ī Ӣ ǵ֝ ǿǵ  
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単身世帯の割合の増加傾向等により、今後も区内においては家庭部門や業務部門を中心

に温室効果ガス排出量が増加することが見込まれます。エネルギー使用効率のさらなる向

上や再生可能エネルギー等の積極的な活用を通じて二酸化炭素の排出を抑えます。同時に、

地球温暖化対策に積極的に取り組む事業所の環境経営を支援するために製品・サービスの

購入が優先的に進むよう普及促進を行い、地球温暖化対策にさらなる相乗効果を生み出し

ます。 

 

 

 

 

【施策を記載（今後作成予定）】 
 

 

 

 

【施策を記載（今後作成予定）】 
 

 

 

 

【施策を記載（今後作成予定）】 
 

 

 

 

家庭や事業所等から出る廃棄物からは、焼却や埋立の際に温室効果ガスが発生します。

このため、廃棄物を減らし、リサイクル率をさらに高めること、ごみの分別をはじめ適切

に回収・処理することを実践し、温室効果ガス排出量の削減をめざします。 

また、次世代自動車の普及や、公共交通機関や自転車を利用しやすい環境整備をするな

ど、区内のインフラ整備においても、エネルギー消費の効率化に努めます。 

さらに緑のカーテンをはじめ、緑地や農地の保全等を通じて緑化を推進し、クリーンで快適な

まちづくりをめざします。 

 

 

 

【施策を記載（今後作成予定）】 
 

 

 

【施策を記載（今後作成予定）】 
  

ĭ- Ȧɋ֗ǺПȦɋᾚЊ͝  

ĭ- ṑ ᵣǵ͝  

ĭ- ṑ ǵ  

Į- ǛȆǵ ǯɨȳȢȭɩǵ  

Ḩ ĭ ȦɋɩȬɶǵҧ Ǳѫ ǯ ṑ ǵ ᾽ 

Ḩ Į ȭɨɶɱǮꜝ ǱȅǨǬǖȑ 

Į- ᷂ ǲȋǜǞǖ ǉǼȓȒȢɱɓɧǵ ρ 
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近年、世界各地で気温の上昇などが起こり、異常気象が顕在化しています。地球温暖

化による気候変動の影響は、私たちの健康や災害の発生などに及ぶため、気候変動の影

響に対処し、被害を少なくする適応策を推進します。 

 

 

 

 

【施策を記載（今後作成予定）】 

 

 

 

【施策を記載（今後作成予定）】 
 

 

 

【施策を記載（今後作成予定）】 

 

  

Ḩ į ΒẀҲǵ◙ ǲᾍǠȒᾍ ꜘ  

į- ὡ ▌  

į- ᾍ  

į- ᾍ  
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◖ꜝⱶ  ─╘↨∆ ₈◖ⱬⱠⱨ▫♇♩₉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

᷂ḢǲǑǋǭ᷂ ӓᾍ ș ȈȒǯƲ ̝ǵ ƵǱᵂ Ǔʝ ǲ ǜȓǭ

ǋǖǚǯǓẉǖǱȑȅǠƳǤȓǶ᷂ ӓᾍ ǓƲ ̝ȋ ǵ ș ȐǞƲ

ȐǞȋǠǜș ȈȒ֝ ǮǉȒǒȐǮǠƳǚǵȏǍǲ̲ǒǵ֝ ș Ǎǚǯǲȏ

ȑֿ ǲ ǮǔȒ͛ șƼȱɗɋɓȡɁɆƽǯǋǋȅǠƳ 

ᶮǶƲ᷂ḢǲǑǘȒ᷂ ӓᾍ ǵὕ ǲ ǞǭǶƲ᷂ḢǵȈǝǠᾓ ϑșѼ

ǯǞǭƲƼȱɗɋɓȡɁɆƽǯǋǍ Ǐ ǲѸǞǭ ǞǭǋǖǚǯǓẎўǮǉȒ

ǯǞǭǋȅǠƳ 

 

᷂ ӓᾍ ǲ̢ǍȱɗɋɓȡɁɆǵ͈ 

 
 
їЖ Ƽ᷂ ЏВᶧ̱ὕ ӢḢ ὑɵὕ ɜɉɣȠɩ Ver

1.0 ƽ ₳ 29(2017) ₴ ṑ  
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◖ꜝⱶ  ◄Ⱡ╩ ⇔╟℮ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
᷂ ӓᾍ ș ǏȒǍǏǮƲƼ ȦɋƽǶ ѧǲȅǡ ǏȐȓȒᾍ ǮǠƳǚȅȈǲ

ȷȢɁȿșўȒ Ƽ Ǟǭ ȦɋșǠȒƽǯǋǍǚǯǲ ǞǭǶƲ ǜȚǮⅎǖ֝ȑ ȅ

ȓǭǋȅǠǓƲ ᶅǵ̓ ǓǤȓǥȓ ǱȒǚǯǲқǏƲ̲ șǰǵḹ ǮǰǵȏǍǲ

ȦɋǠȒǒƲ ǒǖᾍꜘǠȒǲȉ ǓǉȑȅǞǦƳ► Ʋ Ǳ Ȧɋșὕ ǞȏǍǯǠ

Ȓǯ ȋ˗ ǲ ǓїǭǞȅǋƲ ǖ ǔȅǢȚƳ 
ǚǵȏǍǱᵂ ș ǠȒǦȈƲ ₴ƲƼAIƽȋƼIoTƽș ǞǦ ȦɋǓⅎȅȑǫǫ

ǉȑȅǠƳ ᶅș̓ ǠȀǔǒƲǠȀǔǮǱǋǒș ҲǮѨ ǞƲֻ Ǳ Ȧɋș Ǎ

ⱪǓǉȑȅǠƳ 

͈ǏǷƲ ǲ IoT ș ǞǦ ↓ȹɱȳȋ˲ ȹɱȳșᾚЊǠȓǷƲǚȓȅǮ˲ǵ

ǲ ǪǭǋǦȷȢɁȿǵ ̸șƲ˹ ȅǮ̊ʣǲǔȈ ǒǖ ǋƲ ҘșẎ₦ǲѹ ǠȒ

ǚǯǓ֯ ǮǠƳǜȐǲἳ ǲꜘǟǦ ș Ǟǭ ↓șẀǏȒƲȨɓȡȷ ǮǶ˲

ǓǋǱǋ ₑǲ Ҳ ǲ ǠȒƲ ₑǲ ↓ș ǯǠǯǋǪǦǚǯǓ Ӵǲ Ǐ

ȅǠƳ 

̀ǲȉƲὤ↨ ȦȠȱɱǲ AI șᾚЊǠȒǚǯǮƲȦȠȱɱǵל Ǳ ǨʣǓȑ Ǔ ȉ

Ҙ Ǔ Ǟǋǚǯǲ ǞƲꜝ ǜǵ ǯ ǵʰ ǓǮǔȒ ᴜȉїǭǔǭǋȅ

ǠƳǚȓȅǮǶƲo ὁ ǲ ǖ ᾶșлȋǠǦȈɓɩɏɭɶ Ǔ►ǦȑѼǧǪǦǯǚȔƲ

ȦȠȱɱǵ̓ ɏȽɶɱǒȐₒὁ ș˔ ǞƲǉȐǒǟȈ șǒǘǭ ᾶșлȋǠǚǯ

Ǯ Ҙ ș̭ǖ ǏȒ˿ ȆǮǠƳȅǦƲ ɏȽɶɱǲǶ͈ẆȉẉǋǦȈƲ

șỒȈȒѼǲȷɜɶɆɓȧɱǲ ș Ȓ˿ ǯǞƲȷɜɶɆɓȧɱǒȐȦȠȱɱǵ ș

ỒǮǔȒȉǵȉǉȑȅǠƳ 

ș̓ ǠȒ ᶅǶ ǦǨǵ ǲⅎǖ ǞƲẉΉǲȖǦȑȅǠǓƲAI ȋ IoT ș

ǞǦ ᶅǶ˹♥ȅǠȅǠṔǏȒǯ˔ ǜȓǭǋȅǠƳȅǦƲ Ȧɋǵ ҲӓǶ ǵ

ѹ ǲȉ ǞƲ ȈǲỒȈȒȂǰὤ↨ȋ˗ ǲȉɟɨɁɆǓǉȒǦȈƲʝ ˘ ǮǉȒ

ǯǋǏȅǠƳ 

ǚǵȏǍǲƲ Ȧɋǵ ҲӓǶƲ˲ Ǔ șǢǡƲ ὕǲ ȦɋǓǮǔȒǦȈƲ᷂

ӓᾍ ǵʝǫǯǞǭ ǞǭǋǔǦǋǯ ǏǭǋȅǠƳ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

東京都における家庭部門の電気使用量の機器別割合(2014 年度)  
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◖ꜝⱶ  ⌐╛↕⇔™ ╩ ╓℮ 
 

 

 

  

 
ṑǲϮǞǋ Ҙș ǺǦǋƳǤǍ ǏȒ˲ǶẉǋǵǮǶǱǋǮǞȎǍǒƳ 

ǵ ҘǶ ᷀ 90 ș Ҙ ǲ ǪǭǋȅǠƳǱǣǚǚȅǮҊֻǓṔǏǭǞȅǪ

ǦǵǒǯǋǍǯƲ₳ 23 (2011) ₴ǲǉǪǦ Ẏ ǲȏȒԍ ˗ ǵ◙ ǮƲԍἧ

Ҙ ș Ҙ ǲ ǔ ǏǦǵǓʺǱ ǮǠƳ Ƕ ǦǨǵ ǲǯǪǭ ₡ǲ ǒ

ǢǱǋȉǵǮǠǓƲ Ҙ Ƕ˘ ӓ șẉǖ їǠȒǦȈƲ᷂ ӓș͝ ǠȒԍᶦ

ǵʝǫǯǱǪǭǋȅǠƳ˹ ♥Ƕ Ҙ ǵҊֻșʤǙƲ ǵҘșѫ ǞǦ șṔȋǠǚ

ǯǓⱳ ʥ֯ ǯǱǪǭǔȅǠƳ 

₳ 28( 2016 )₴ǒȐ ҘᾛṸǓЋ ӓǜȓƲ ǜȚǮ ǲ ҘᾛṸ ș

ǮǔȒȏǍǲǱȑȅǞǦƳ ǮǶ ҘᾛṸ ǵẉ ӓǓ ȆƲ ҘƲẐ ϽƲ᷂ ƲɎ

ȢȨɜȷ ǵ ǵҘșѫ ǞǦ ǲȏȑƲ ș͑ ǠȒ ҘᾛṸ ȉṔǏǭǔǭǑ

ȑƲǚȓȐǵ ҘᾛṸ ș ǠȒǚǯǓƲ᷂ ӓᾍ ǵ ǮǶ ₡ǲ ҧǧǯǋ

ǏȅǠƳ 

᷂ ӓᾍ ș ὕǲ ȈǭǋǖǦȈǲǶƲ ǦǨʝ˲ǹǯȑǓǚǵǚǯș ǞƲ

ҘƲẐ ϽƲ᷂ ƲɎȢȨɜȷ ǯǋǪǦП ֯ ȦɋɩȬɶ ǵ Ǔ ǋ Ҙ̝ ș

ǠȒǚǯǓ ǯǱǪǭǔȅǠƳǤǍǠȒǚǯǮП ֯ ȦɋɩȬɶǵ ̱ѰǓ♦Ƶ

ǲ ǏȐȓƲ ǵҘșѫ ǞǦ ҘǓǜȐǲẉǖƲǜȐǲὄ͔ǲ͑ ǮǔȒȏǍǲǱȒǯ

ǋǍẺȅǞǋⱦ Ǔ ȅȓȅǠƳ 

ȐǞȋǠǋ ṑș ǞǭǋǖǦȈǲȉƲ ǲ ǵҘșѫ ǞǦ Ҙș Ǟǭ

ǋǔȅǞȎǍƳ 

 

 

ѩ ֞ Ҙ ǵ  

 
 

 

 

 

 

出典：日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」 
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 ◄Ⱡ  
目標の達成に向けては、区全域から排出される温室効果ガス排出量の約６割を占める

民生部門（家庭）及び民生部門（業務）における排出量の抑制が非常に重要となります。

したがって区民及び事業者において省エネ型のライフスタイル・省エネ型の事業活動の一

層の浸透を図ることにより、温室効果ガスの排出削減を進めることとし、その具体的な取組に

ついて事例等を紹介します。 

 

─ ◄Ⱡ  

各家庭に普及している家電等の機器製品について、日々の生活の中で、比較的取り組

みやすい省エネ対策の事例を紹介します。 

【リビングルーム】   （※年間削減効果(kg- CO2) の大きい 10項目を斜太字で表示） 

 

ȦɋɛȢɱɆ 

₴ ѹ

ҧ  

(kg - CO 2 ) 

₴ ѹ

ҧ  

(Л) 

Ȧ
Ƞ
ȱ
ɱ
ɵ 

Ʉ
ɪ
ɑ 

л ǵὙ Ƕ17ħș ὄǲǠȒƳ ȦȠȱɱ  14.8  790  

ǵὙ Ƕ1/ħș ὄǲǠȒƳ ȦȠȱɱ  26.0  ,380  

л ǵȦȠȱɱǵ̓ ș ȐǠƳ 9.2  490  

ǵȦȠȱɱǵ̓ ș ȐǠƳ 19.9  1 ,060  

ȩɶɘɁɆǶⱳ ̭ ǵ ѝǧǘ ȈȒƳ 44.0  2 ,340  

ȩɶɘɁɆǵ ὑ ↓ǶƼ▌ƽǒȐƼʴƽǲǠȒƳ 91.0  4 ,840  

ǶẆїȋίȒ20  ѝѼǲȷȢɁȿȨɓƳ̵ Ǯ șǯ

ȒƳ 
13.5  670  

ɓȡɩȽșǚȅȈǲ ǠȒƳ ᶥ ↓  15.6  830  

ǵ Ƽ▌ƽƼ▀ƽș̓ǋѝǘƳ 6.4  340  

ɄɪɑșǫǘǭǋȒ ș ȐǠƳ 8.2  440  

Ʉɪɑǵ Ƕ ȒǠǕǱǋȏǍǲ ὑǠȒƳ 13.3  700  

ɏ
Ȼ
ȱ
ɱ
ɵ 

 
ᾶș ̂ǘǭǒȐ șǒǘȒƳ 2.7  140  

ɠɁɕȋ ⁷ș̓Ǫǭ șǒǘȒ ș ȐǠƳ 8.0  430  

ǶɓɫɶɨɱȮȋ ǶƼ▀ƽƲǟȌǍǦȚǶƼ▌ƽǮ ̓

ǋѝǘȒƳ 
20 .3  1080  

ɏȻȱɱ ɅȷȭɆɁɕ ș̓Ǎ ș ȐǠƳ 15.5  820  

ɏȻȱɱ ɌɶɆ ș̓Ǎ ș ȐǠƳ 2.7  140  

ɏȻȱɱ ɅȷȭɆɁɕ ǵ Ȩɕȵɥɱǵ ǞƳ 6.2  330  

 

ǵ̓ ș1 1 ȐǠƳ 9.6  510  

Ͻ ǵ̓ ș1 1 ȐǠƳ 2.2  110  

șLED ǲ˧ ǠȒƳ 45.0  2390  

ș ̓ȖǱǋ ǶṢȷȢɁȿșȨɓǲǠȒƳ 2.0  110  

ǚ
Ǧ
ǫ 

ǚǦǫ⁹ᶧǲʣ ǘǯǚǦǫ ⁹ᶧșֻȖǢǭ̓ǍƳ 
15.9  850  

ǚǦǫǵ ὑ ↓ș̭Ȉǲ ὑǠȒƳ 23.9  1 ,270  

出典 家庭の省エネハンドブック H30. 3 東京都地球温暖化防止活動推進センター 
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【キッチン・水回り】 

 

ȦɋɛȢɱɆ 

₴ ѹ

ҧ  

(kg - CO2 ) 

₴ ѹ

ҧ  

(Л) 

ȫ

ȿ
ɱ 

л ↕ǶṢǒȐ ўǱ Ǯ ǠȒƳ 22.1  1,170  

л ↕Ƕἳ ǲֻȖǢǭ ὑ ↓ș ǠȒƳ 30.2  1,600  

л ↕ǲǶȉǵș Ȉ ȅǱǋƳ 21.4  1,140  

л ↕Ƕ Ǳ șǞǱǋƳ 5.1  270  

л ↕ș ǘǭǋȒ ș ǖǠȒƳ 3.0  160  

ɛɁɆǵ ͪ ǶǞǱǋƳ 52.6  2,800  

Ǔ ⅝ǒȐǶȆїǱǋȏǍǲǠȒƳ 5.2  260  

ᶅș ǍǯǔǶ̭ ǲ ὑǠȒƳ 18.9  970  

Ɏ
ȷ
ɵ 

Ɇ
Ȣ
ɪ
ɵ 

 

ǚȅȈǲȵɡɭɶș ȈȒƳ 27.8  1,390  

ȷȢɁȿ̂ǔȵɡɭɶɖɁɇș̓ǍƳ 107.6  5,370  

ȵɡɭɶǧǘǮǶǱǖƲ Њ ș֝ȑЊȓȒƳ 9.3  470  

Ǒ ǵǼǦșן ȈȒƳ 38.2  1,910  

Ǒ Ƕן șǉǘǡǲ ǘǭЊȒƳ 28.6  1,430  

ͪ ǵר ǋ ș ǽƳ 77.7  3,880  

ǶȅǯȈǭ ǍƳ 14.5  4,180  

Ǒ ǵן ȑ Ǯ ǠȒ 22.7  7,900  

ȋ ǔʴƲ ǵ ǞǪǸǱǞșȋȈȒƳ 2.6  890  

̓ȖǱǋ ǶƲ ͛↔ǵǼǦș ȈȒƳ 17.1  910  

͛↔ǵ ὑ ↓ș̭ǖǠȒƳ 12.9  690  

͛↔ǵ ǵ ↓ș̭ǖǠȒƳ 6.7  360  

出典 家庭の省エネハンドブック H30.3 東京都地球温暖化防止活動推進センター 

 

仮に、区民（家庭）が上記の全てに取り組んだ場合、年間 0.9401t - CO2 の削減効果を一

世帯で生み出します。令和７( 2025) 年度における世帯数を令和元( 2019) 年 11月１日現在の

314,727世帯と予測すると、以下のような概算の削減効果が期待できます。 

実施世帯 民生部門の家庭における

削減割合 

（平成 25(2013)年度比） 

参考 計算式 

全ての世帯 36.1% 
0.9401×314,727/1 0, 000      

＝29.6 万 t - CO2 

７５％の世帯 27.1% 
0.9401×314,727/1 0,000 × 0.75

＝22.2 万 t - CO2 

５０％の世帯 18.0% 
0.9401×314,727/1 0,000 × 0. 5 

＝14.8 万 t - CO2 

※平成 25(2013)年度の民生部門（家庭）の排出量は 81. 9 万 t - CO2 

 

そのため、区民（家庭）での取組も温室効果ガス削減にあたっては、とても重要な役割

を担ってくることがわかります。近年では電化製品の高効率化が進んでいるため、エアコ

ンや照明、冷蔵庫、給湯器等の買い替えによっても省エネ対策は進むものと考えられます。  
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◖ꜝⱶ  ─ ⌂  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─ ◄Ⱡ  

中小事業所において取り組みやすい省エネ対策の事例を紹介します。中小事業所

における取組の削減量は、家庭に比べて、事業所の規模によりＣＯ２削減量が異なるた

め、削減率で表します。なお、東京都環境局では「エネルギー最適化プロジェクト」とし

て具体的な簡易診断ツール等もインターネット上で配布しており、簡易試算が可能です。 

URL: http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/businesses/chuning.html ） 

   

ǦǨǓ ǪǭǋȒט ǲἭ᷀ǠȒ˘ ӓ ǶƲ Ȓǚǯȉ ǲ֝Ȓǚǯ

ȉǮǔǱǋǦȈƲǱǒǱǒ ǲἭ᷀ǠȒȉǵǯǞǭǶὕ ǞǬȐǋȉǵǮǠƳ͈

ǏǷ˘ ӓ ї ș 1 ȫɫ(kg - CO 2 ) ȐǞǦǯǞǭȉƲǤȓǓǰǵǖȐǋǵ

Ǳǵǒ ǲȖǒȑǲǖǋǯדǋȅǠƳ 

ǤǚǮƲ1kg - CO 2 ǓǰǵǖȐǋǵ ǱǵǒșƲ ǦǨǵ ǲǉȒȉǵǮ

ǞȅǞǦƳ 

 

 ͈  Ӵ̬ ˘ ӓ  

ט
֛ 

ўǲ ЊȓǜȓǦ36 40 ₴ ǵ˲›ȷȬ1₴ ǵ

˘ ӓ ֛ט Ħ  
1  

8.8  

kg - CO 2  

ўǲ ЊȓǜȓǦ36 40 ₴ ǵ˲›ȷȬ1₴ ǵ

˘ ӓ ֛ט Ħ  
1 ,000  

8.8  

- CO 2  

ї 

1ʫₑǒȐǵ˘ ӓ ї ₳ 29(2017) ₴

Ħ1  
1  

12.3  

kg - CO 2  

Ʉɪɑ 32 Ȣɱȿ ș Ǧḹֻǵ˘ ӓ ї

Ħ  
37  

1.0  

kg - CO 2  

ὤ↨Ǯ ș̓ ǞǦḹֻǵ˘ ӓ ї Ħ  3.7  
1.0  

kg - CO 2  

ḌLEDɧɱɕș ǞǦḹֻǵ˘ ӓ ї

Ħ  
270  

1.0  

kg - CO 2  

ȪȻɨɱˆ Ǯ ǪǦḹֻǵ˘ ӓ ї Ħ  9.7km  
1.0  

kg - CO 2  

Ħ їЖ ⅍ 

Ħ їЖ CO 2 ɂɶɩ ˬ ᾯ 

1t - CO 2Ƕ 1 ,000 kg - CO 2֗Ǻ 1,000,000 g- CO 2  

 

ȅǦƲ ̱ǵCO 21 ɆɱǶƲ25m ɕɶɩ(25m ¥15m ¥1.3m ) ѝǲ ►Ǟ

ȅǠƳ 487500L ¦22.4L ¥44g - CO 2 957589.3g - CO 2Ŝ t- CO 2  

ĦCO 2 1mol 22.4L 44g - CO 2  

１t - CO2 ⇔ 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/businesses/chuning.html
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以下の事例は、「設備の最適化のススメ（東京都環境局 平成 30(2018)年 3 月）」

に示された実際の建物における測定値を基に算出した取組事例です。 

┴  ρ ʺǱὕ ᾍ  Кὦ 
₴  

ѹ  

˗ҵ ɑɩ 

ɄɈɱɆ  

6,000 ʚ 

 
Ồ ǵ

Ẇ ᾚЊǵα  

Ẇ ы ǵ

ș4 /  
4.0  

 
ᾶК ḹǵ

ǵ Ѱ 

ɓȟɱǵ

ș8 /  
3.3  

 
ǵ

ӓ 

ǵ Ồ ș

2.5 /  
0.1  

˗ҵ ɑɩ 

ɄɈɱɆ  

14,000 ʚ 

 
ᾶК ḹǵ

ǵ Ѱ 

ɓȟɱ ș

15 /  
6.8  

 
В ǵ ὑ ↓

ǵ ᴇƲα  

Ὑ ș0ħ ᴇǞƲ

ș3.5 /  
0.4  

 
Ћ ˧ ǵ

Ǳ  

Ћ ˧ ǵ ɠɶɇ

ș Ҳ ǲᶭὑ 
0.4  

˗ҵ ɑɩ 

ɄɈɱɆ  

25,000 ʚ 

 ↓ǵ ӓ 

ḦҵὙ 2ɓɫȠ ǵ ↓

ș 700lx ǒȐ 500lx ǲẀ

 

1.0  

 
Έ↕ ǵ ǵ

Ѱ  

ɓȟɱǵ

ș14 /  
0.2  

 ὙК ↓ǵ ӓ 
 

ḦҵὙǵὙ ș1ħ ᴇ

ǞƲɩɶɩș  

0.1  
 

ǵ ᶪƲȨ

ɱɵȨɓǵɩɶɩ

ș ӓ 

˗ҵ ɑɩ  

4,000 ʚ 

 
г ̊Ẇǵ͛↔ɐ

ɶȽɶǵα  

͛↔ɐɶȽɶ27 ְșг

̊Ẇα  
0.7  

 
ɧɱɕǵὑ ˧

ǲ LED ǲ  

ϽḌȾȤɱɧȢɆ34

șLED32 ǲ  
0.3  

 
ɵ ᶪǵ

Ѱ  

ᶅ8ְșᶽ ǲα

 
0.2  

ӓ  

17,000 ʚ 

 
ὙƲ Ὑǵ

Ὑ ǵ ӓ 

ὙǵὙ ș

Ẁ  
0.7  

 

ρǵɓȡ

ɱȱȢɩƲɓȡɩ

Ƚǵ  

ȿɧɶɓȡɱȱȢɩș

 
0.4  

 
Ồ Ѽǵ

ᶪǵѰ  

⅛ ǲӭ ǵ ș

 
0.2  

出典 設備の最適化のススメ、H30. 3 東京都環境局 

 

中小事業所の省エネ対策として特に運用しながら改善していくチューニング項目は「一般

管理」、「空調（個別）」、「空調（セントラル）」「空調（共通）」、「換気」、「照明」「給排水・衛生・

給湯」といった業種によらない共通項目が60項目、業種別（事務所、ホテル、学校、病院、商業

等）の10項目があり、建物に応じた対策の検討が必要となります。簡易診断ツールの活用や省エ

ネ診断の受診等を行いながら、ＣＯ２削減への具体的な取組を実施していくことが重要となり

ます。 
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◖ꜝⱶ  ⌐ ∆╢ ≤ ─ fi♥כ◌─  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṇ ṇ ṇ ṇ  

ṇ ︣  

 

 
ɖȿɜȋȲɶɢɶǯǋǪǦǫȒר ș ǵ

Ẇǲ ȐǢƲẃǵ▌ǋ ⁪ǞșȋȖȐǙȒǚǯ

ǮȦȠȱɱǵ̓ ș ѰǠȒƼ ǵȩɶɄɱƽƳ

Ӣǵ ǵȩɶɄɱǵ֝ ǶƲ₳

15( 2003 )₴ǲ᷂Ϸǵ ƵǵӲҘǵȉǯƲӢ

ʟᾛἶ ǮỒȈȐȓȅǞǦƳ ₴Ʋֿ

Ѓ Ǔ ǋǦ̸ Ǔ ʺσǵȱɱȭɶɩǮ

К Ẏ ș֞ Ʋ ṑ ǵ᷂ ӓ

Ҳ ṑẎ ◘ș֞ ǠȒǱǰƲЋᶮǮȉ

ș ǺȒ֝ ǿǯל ǲ ᾽ǞȅǞǦƳ₳

17( 2005 )₴ǒȐǶƲ ṑ ǵʝ ǯǞǭ

Ӣ ᾛʴἶ ǲⅎǓǪǭǋȅǠƳֺἶ ǮǶƲ

ֻἶ ȋ ǵ ǲ ǵȩɶɄɱș̓ Ǟ

Ǧἶ Ǔ ȈȐȓƲẐ Ͻǵ ȋ ǵ ̸

ǲȏȒ Ǟǜș̱ ǮǔȒƼ ǔǦ ƽǯ

ǞǭƲ᷂ ӓǵ Ѱǯ ṑͪЋǲᾍǠȒᵃ

Ǔ ȖȓǭǋȅǠƳ 

₳ 18( 2006 )₴ǲǶ ʴǲ ǵȩɶɄɱșⅎǙƲȏȑҧ ǲ᷂ ӓș ǋǮǋ

ǖǦȈǲƲӢǶƼ ǵȩɶɄɱƾ ǗȒȆǮⅎǙȏǍƿɕɫȶȥȭɆƽș ǨʣǙȅǞǦƳ

ǚȓǶƲ֓ қ ǠȒǚǯǮ ȋȠɇɎȢȷƲ ̝ȋȱɱɄȷɆ σǱǰǵ ḸǓ

͑ǜȓƲ ǵȩɶɄɱǲ֝ ȋǠǋ ṑșǫǖǪǭǋǚǍǯǠȒȉǵǮǠƳ 

ӢǮǶǚȓȅǮƲ̀ ̱Ǔ ǵȩɶɄ

ɱǲ֝ȑ ȇǲǉǦȑƲ ǵȠɇɎȢȷ

ȋ Ḹș ͑ǠȒǚǯǮЋᶮǿǵ ֗

șǞǭǔȅǞǦƳ ǵȩɶɄɱǶ ӓ

ᾍ ǯǋǍ ṑͪ ǵζ ǧǘǮǱǖƲ̔

ȋᵀↄ̝Ʋ ̝Ǳǰ᷂ḢǮ֝ȑ ȚǮ

ǋȒǯǚȔǮǶƲƼ᷂ḢǵǫǱǓȑǓ▌ӓ

ǜȓǦƽǱǰǵṶǓʣǓǪǭǋȅǠƳ ̝

ǲ ǵȩɶɄɱș ǞǭȲɶɢɶɏ

ɶɄȡș ǖǱǰƲ ǵȩɶɄɱǲ֝ȑ

ȇǚǯǮ ƵǱ ǺǫǔǓ ȅȓǭǋȅ

ǠƳ 

᷂ ӓǵ ǲȏȒ◙ Ǔ ᷀ӓ

ǞǭǋȒ ᷀ƲɐɶɆȠȢɧɱɇᾍ ȉʝ

˲ǹǯȑǲȏȒ᷂ Ǳ ҲǓ ȈȐȓǭ

ǋȅǠƳ ǵȩɶɄɱǶƲṢ Ǔ ӓǜȓ

ȒǚǯǮṢǵ ↓ʣ Ǔ ѰǜȓƲק

Ṷ̌ʤǠȒǚǯƲ֗ ǺȦȠȱɱ̓ Ǯ

ȉ ӓǲȏǪǭ┴ Кǿǵ ǵ ЊǓ

ᾜǠȒǦȈƲ ǵ̭ʤǲȏȒ˲›

ǵ ᾜǓ ♅ǮǔȅǠƳǚǵȏǍǲ᷂

ӓ ǧǘǮǱǖƲ ꜘ ǯǞǭȉ

ҧǱ ǵȩɶɄɱș╠ǔ ǔ ӢǶ

ǞǭǋǔȅǠƳ 
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 ─  
（策定にあたっての方針） 

（１） 項目数については的を絞り、進行管理に注力できるものとする。 

（２） 努力により目標値の達成が可能であるものとする。 
 

 ─  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



33 

П ֯ ȦɋɩȬɶ ᶅșǉǯǰǵ ↓ᾚЊǮǔȒ̵᷂ǓǉȒǒș ǏǦǯǔǲƲᾚЊɛ

ɄɱȵɡɩǯǋǍ ǓǉȑȅǠƳ ṑ ǓЏ ǞǭǋȒƼП ֯ ȦɋɩȬɶǲ ǠȒȼ

ɶɉɱȮḨ ḸƽǲȏȒǯƲᾚЊɛɄɱȵɡɩǯǶƲП ֯ ȦɋɩȬɶǲ ǠȒЋ

ȦɋɩȬɶ ǒȐƲ ǵ ǮǶѫ ǮǔǱǋȉǵȋᶽ᷂ѫ ȋ ̉Ʋ Ǳǰǵר‹

Ѱ ̏ș ǋǦƲ ȉʝ ǯ ǏȐȓȒ ̏Ǯ ǞǦ ǯǱǪǭǋȅǠƳȅǦƲԍ

ѸǯǞǭ ǲᾚЊǜȓǦȉǵșדȚǮǋȅǠƳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṑ Ǔ₳ 29 (2017) ₴↓ǲЏ ǞǦḸף ǵẐ Ͻ ̮ὁ Ẑ Ͻ ǲ

ǫǋǭ ǭȆȒǯƲ ˬ ǵᾚЊɛɄɱȵɡɩ 942.3 ʠ kW ǲᾍǞƲᾚЊὕ Ƕ 44.1 ʠ

kW ǮǉȑƲҊֻǶ 4. ɏɶȹɱɆǮǞǦƳ ӢǶƲ ˬ Ћ̱ǯֿ ǵϊׄș Ǟǭ

ǋǭƲ ӢǵᾚЊɛɄɱȵɡɩǲᾍǠȒᾚЊὕ ǵҊֻǶ 5 ɏɶȹɱɆ▀ǮǉȒǯ Ǐ

ȐȓȅǠƳ 

ǚȓǶƲ ǮǉȒḩ 9.3 ɏɶȹɱɆ Ʋӧ 10.4 ɏɶȹɱɆ Ʋ ẞ′

5.6 ɏɶȹɱɆ ǯ Ǟǭȉ̭ǋȉǵǯǱǪǭǑȑƲẐ Ͻ ρșᾚЊǠȒ̵᷂Ǔ

ȅǧȅǧǉȒǚǯș ǞǭǋȅǠƳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

їЖ ṑ  ₳ ₴↓П ֯ ȦɋɩȬɶǲ ǠȒȼɶɉɱȮḨ Ḹ ǵ ρɵ

Џ ǲ ǠȒỖ ҵḸף  

◖ꜝⱶ  ◄Ⱡꜟ◑כ ─ ⱳ♥fi◦ꜗꜟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ћ ȦɋɩȬɶ  

Ἥ  

ᾚЊɛɄɱȵɡɩ 
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 ≤│ 

 ─ ╖ 
 

地球の表面には窒素や酸素などの大気が取り巻いています。地球に届いた太陽光は地表での反

射や輻射熱として最終的に宇宙に放出されますが、大気が存在するので、急激な気温の変化が緩

和され、私たちが暮らしやすい気温に保たれています。とりわけ大気中の二酸化炭素は約0.04％

とわずかですが、地表面から放射される熱を吸収し、地表面に再放射することで、地球の平均気

温を14℃程度に保つのに大きな役割を演じています。こうした気体は温室効果ガスと呼ばれます。 

しかし、18 世紀後半頃から、産業革命に伴い人類は石炭や石油などを大量に消費するようにな

りました。これによって大気中の二酸化炭素の量は産業革命前（1750年頃）と比べ 40％程増加し

ました。二酸化炭素の排出量と世界平均地上気温の上昇変化は概ね比例関係にあるとされています。

今後も、人類が同じような活動を続けるとすれば、地球の平均気温は今より上昇すると予測されて

います。 
図 地球温暖化のメカニズム（左）と世界平均気温の推移（右） 

 

出典 温室効果ガスインベントリオフィス 

 

図 人為起源炭素収支の模式図（2000年代） 

 
出典：気象庁  

各数値は炭素重量に換算し

たもので、黒の矢印及び数

値は産業革命前の状態を、

赤の矢印及び数値は産業活

動に伴い変化した量を表し

ています。2000～2009 年の

平均値( 億トン炭素) を 1 年

あ たり の値 で表 してい ま

す。 
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地球温暖化の主な原因の一つである温室効果ガスの増加について、平成 25(2013) 年の

IPCC＊（気候変動に関する政府間パネル）第５次評価報告書＊では、科学的な見解として

次のような報告がなされています。 

 

人間活動による温室効果ガスの排出量増加の要因としては、18 世紀頃に起こった

産業革命による化石燃料への依存が挙げられます。今日までに、私たちはより豊か

な暮らしを手に入れるのと引き換えに、石油をはじめとした化石燃料を大量に消費

してきました。そのほかにも様々な人間活動の変化が進んだ結果、大気中に二酸化

炭素、メタン、一酸化二窒素、フロン類等の温室効果ガスが大量に排出されて温室

効果が高まり、気温が上昇し始めているのです。 

 

 ⌐ ∆╢  
₈ ₉─ ≤₈Ɽꜞ ₉─  

平成４( 1992) 年の国連総会において、地球温暖化防止のための国際的な枠組みを定

めた「気候変動に関する国際連合枠組条約」が採択され、日本を含む 155ヵ国が署名

しました。 

平成９(1997)年のＣＯＰ３において採択された「京都議定書」は、先進国に対して

法的拘束力のある温室効果ガス削減目標を設定し、日本は平成 20(2008)年～24(2012)

年の間に温室効果ガス総排出量を基準年である平成２(1990)年比で６％削減する目標

が定められました。結果は、森林等の吸収源や海外から調達した京都メカニズムクレ

ジットを加味すると、平成 20(2008)年～24(2012)年の５か年平均で基準年比 8.4％減

となり、京都議定書の削減目標を達成しました。 

その後、日本は全ての主要排出国が参加する新たな枠組みの構築をめざして国際交

渉を進め、平成 27(2015)年にフランスのパリで開催されたＣＯＰ21 において、京都議

定書以来の法的拘束力のある国際的な合意文書「パリ協定」が採択されました。 

パリ協定では、参加する全ての国が温室効果ガスの削減目標を掲げ、今世紀後半ま

での気温上昇を産業革命前比で 1.5℃に抑えることを目標としており、日本は、同年

７月に、「平成 25(2013)年度比で令和 12(2030)年度までに 26％温室効果ガスを削減す

る」ことを約束草案として国際的に公表しました。また、令和２(2020)年までに策定

することとなっている長期低排出発展戦略として、「パリ協定に基づく成長戦略として

の長期戦略」を令和元(2019)年６月に閣議決定しました。令和元(2019)年 11月、スペ

インで開催されたＣＯＰ25では、「パリ協定」で掲げられた気温上昇を２℃未満に抑

えるという目標と、現在の排出量との間のギャップを埋める新たな二酸化炭素排出量

削減策が早急に必要であることが表明されました。 

今後、各国が５年ごとにパリ協定への自国が決定する貢献（ＮＤＣ：National 

Determined Contribution ）について、提出・更新し、目標を達成するために国内対策

をとることが義務付けられており、従前の目標からの前進が求められています。 

  

・人間活動が 20世紀半ば以降に観測された温暖化の支配的な要因であった可能

性が極めて高い（可能性 95％以上） 

・大気中の二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素は、過去 80万年間で前例のない

水準まで増加している 

・19世紀後半以降、世界の平均地上気温が上昇していることは確実である 

・1880～2012年において、世界平均地上気温は 0.85℃上昇 
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表 パリ協定の概要 

 
 

 
出典：平成 28( 2016) 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 

図 気候変動に関する国際交渉の経緯 
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 Ɽꜞ ─  ꜟכꜙ☺◔☻─

年 月 内容 

令和元( 2019) 年 11月～令和２

( 2020) 年 2 月 

令和 12(2030) 年の排出削減目標を含めた貢献（ＮＤＣ）の提出

期限 

令和元(2019) 年 12 月 ＣＯＰ25（議長国：スペイン）新たな削減策が早急に必要 

令和３(2021) 年 未定 ＣＯＰ26（議長国：イギリス）途上国支援の長期資金目標検討 

令和４( 2022) 年 11月 ＣＯＰ27 第１回グローバル・ストックテイクの技術的評価 

令和５( 2023) 年 12月頃 ＣＯＰ28 第１回グローバル・ストックテイクの結果検討 

（ハイレベルイベント） 

令和６( 2024) 年 12月 31日 パリ協定に基づく隔年報告書の初回提出期限（途上国を含む） 

令和７( 2025) 年 第２回の貢献（ＮＤＣ）の提出期限 

令和８( 2026) 年 12月 31日 パリ協定に基づく隔年報告書の２回目提出期限（途上国を含む） 

令和９( 2027) 年 12月頃 ＣＯＰ32 第２回グローバル・ストックテイクの技術的評価 

令和 10(2028) 年 12月頃 ＣＯＰ33 第２回グローバル・ストックテイクの結果検討 

12月 31日 パリ協定に基づく隔年報告書の３回目提出期限（途上国を含む） 

出典：ＣＯＰ２４報告 経済産業省 

◘Ⱶ♇♩⌐⅔↑╢₈ ⌂ ₉─  

平成 27( 2015）年の国連サミットにおいて「持続可能な開発のための 2030アジェン

ダ」が全会一致で採択されました。「持続可能な開発目標（以下、「ＳＤＧｓ」という。）」

は、発展途上国のみならず先進国を含む全ての国が令和 12(2030) 年までに取り組む国

際目標として 17のゴールが設定されています。 

ゴール 13「気候変動に具体的な対策を」の解決のためには、エネルギーやイノベー

ション、生産・消費や教育といった他の目標も同時に達成する必要があり、先進国を

含め全ての国が行動し、あらゆるステークホルダーが役割を担うことで、社会・経済・

環境に統合的に取り組むこととされています。 

国は、平成 28(2016)年に「ＳＤＧｓ推進本部」を設置し、今後の日本の取組の指針

となる「ＳＤＧｓ実施指針」を決定しました。また、令和元( 2019) 年６月の第７回推

進本部会合では、平成 30( 2018) 年 12月に決定した『ＳＤＧｓアクションプラン 2019』

を具体化・拡大した『拡大版ＳＤＧｓアクションプラン 2019』を決定しました。 

環境省では、ＳＤＧｓの 17のゴールのうち、赤文字・アンダーラインは少なくとも

環境に関連している 12 のゴールとして示しています。 
 

1 貧困の撲滅 

2 飢餓撲滅、食料安全保障 

3 健康・福祉 

4 万人への質の高い教育、生涯学習 

5 ジェンダー平等 

6 水・衛生の利用可能性 

7 エネルギーへのアクセス 

8 包摂的で持続可能な経済成長、雇用 

9 強靭なインフラ、工業化・イノベーション 

10 国内と国家間の不平等の是正 

11 持続可能な都市 

12 持続可能な消費と生産 

13 気候変動への対処 

14 海洋と海洋資源の保全・持続可能な利用 

15 陸域生態系、森林管理、砂漠化への対処、生物多様性 

16 平和で包摂的な社会の促進 

17 実施手段の強化と持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップの活性化  

図 ＳＤＧｓの 17のゴール 
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拡大版ＳＤＧｓアクションプラン 2019では、日本のＳＤＧｓモデルの三本柱として、

ＳＤＧｓと連動する「Society5.0 」の推進、ＳＤＧｓを原動力とした地方創生・強靭

かつ環境に優しい魅力的なまちづくり、ＳＤＧｓの担い手として次世代・女性のエン

パワーメントを掲げています。そして、自治体による地域の住民・事業者等と連携し

たＳＤＧｓの積極的な取組である自治体ＳＤＧｓを推進しています。ＳＤＧｓの取組

は、日本の各地域における問題解決を促し、地方創生を推進するものです。ＳＤＧｓ

の達成に向けた優れた取組を実施している「ＳＤＧｓ未来都市」には、平成 30(2018)

年度は 29都市、令和元( 2019) 年度は 31都市が選定されました。また、その中で特に

先進的な 10事業を「自治体ＳＤＧｓモデル事業」として選定し、これらの取組を支援

するとともに、成功事例の普及展開を図っています。 

近年、持続可能性を重視するＥＳＧ投資が拡大していることなどから、企業におい

ても事業活動を通じて社会の課題解決に貢献するＳＤＧｓの考え方が広がり、企業の

発展に不可欠との認識が定着しています。国は、「ＳＤＧｓ経営／ＥＳＧ投資研究会」

を立ち上げ、令和元(2019) 年５月には「ＳＤＧｓ経営ガイド」を公表しています。日

本経済団体連合会（経団連）においては、ＳＤＧｓの達成に向けて、革新技術を最大

限活用することにより経済発展と社会的課題の解決を両立する政府提唱のコンセプト

「Society5.0 」を推進しており、経団連ＳＤＧｓ特設サイト等で広く情報発信してい

ます。 

また、ＳＤＧｓに関連する優れた取組を行う企業・団体等を表彰する「ジャパンＳ

ＤＧｓアワード」が平成 29( 2017) 年から創設され、企業や自治体、教育機関等の様々

な主体が受賞しています。 

 

  

出典：拡大版ＳＤＧｓアクションプラン 2019  

図 日本のＳＤＧｓモデルの三本柱 
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表 各主体のＳＤＧｓ推進の取組 

主

体 
取組内容 

国 

「ＳＤＧｓ推進本部」設置 

「ＳＤＧｓ実施指針」決定 

 （8 つの優先課題） 

１ あらゆる人々の活躍の推進 

２ 健康・長寿の達成 

３ 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション 

４ 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備 

５ 省・再生可能エネルギー、気候変動対策、循環型社会 

６ 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全 

７ 平和と安全・安心社会の実現 

８ ＳＤＧｓ実施推進の体制と手段 

「ＳＤＧｓアクションプラン」決定 

各主体の取組促進 

自
治
体 

「自治体ＳＤＧｓ」推進、地方創生 

「ＳＤＧｓ未来都市・自治体ＳＤＧｓモデル事業」 

企
業 

ＳＤＧｓによる企業価値の向上 

「ＳＤＧｓ経営ガイド」（経済産業省） 

「Society 5.0 」（経団連） 

 

ⱪꜝ☻♅♇◒↔╖ ─  

プラスチックは、安価で扱いやすいことから様々な製品に使用されるほか、容器包

装や梱包材としても広く使われていますが、そのほとんどは再利用されず、使い捨て

となっています。金属等の素材と比べて有効利用される割合は低く、不適正な処理の

ため世界全体で年間数百万トンを超えるプラスチックごみが陸上から海洋へ流出して

いると推計した研究もあり、地球規模での環境汚染が懸念されています。日本におい

ても、年間約 9, 400万トンのプラスチック廃棄物が排出され、そのうち 2～6 万トンが

環境中に漏出していると考えられています。 

特に、ポイ捨てなど、回収されずに河川を通じて海に流れ込む「海洋プラスチック

ごみ」問題が着目されています。「海洋プラスチックごみ」は長期にわたり海に残存し、

このままでは令和 32(2050)年までに魚の重量を上回ることが予測されるなど、地球規

模での環境汚染が懸念されています。また、近年、マイクロプラスチック（一般に 5mm

以下の微細なプラスチック類）による海洋生態系や人体への影響が懸念されており、

世界的な課題となっています。 

平成 27(2015)年９月に国連総会で採択された「持続可能な開発のための 2030アジ

ェンダ」では、「令和７(2025)年までに、海洋堆積物や富栄養化を含む、特に陸上活動

による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減すること」がＳＤＧ

ｓのターゲットの一つとして掲げられました。Ｇ７やＧ２０においても海洋ごみが議

題とされ、国連環境計画（UNEP）、東南アジア諸国連合（ASEAN）、日中韓三カ国環境大

臣会合（TEMM）等の場で海洋ごみについて議論されており、国際連携・協力の必要性

が高まっています。 
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日本においては、令和元( 2019) 年５月に「プラスチック資源循環戦略」が策定され

ました。「３Ｒ＋Renewable（再生可能資源への代替）」を基本原則とし、重点戦略とし

て①資源循環、②海洋プラ対策、③国際展開、④

基盤整備を定めています。 

環境省は、消費者をはじめ自治体・ＮＧＯ・企

業などのあらゆる主体が、それぞれの立場ででき

る取組を行い、排出抑制や分別回収の徹底など、

“プラスチックとの賢い付き合い方”を全国的

に推進しています。また、「プラスチック・スマ

ート」キャンペーンを通じ我が国の取組を国内外

に発信しています。 

 
 

 

  

出典：環境省 

「プラスチック・スマート」キャンペーンについて 

 ⱪꜝ☻♅♇◒↔╖⌐╟╢ ─  

 

 

出典：環境省  

図 プラスチック・スマートのロゴ 
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 ─  
板橋区では、温室効果ガスの排出抑制に向けて、平成 17(2005)年 12 月、「板橋区地

球温暖化防止地域推進計画」を策定し、平成 25(2013)年３月には区民・事業者・区民

団体・区等の各主体の取組を進めていくため、「板橋区地球温暖化対策実行計画（区域

施策編）」として改定を行いました。 

また、この計画の上位計画である「板橋区環境基本計画 2025」を平成 28(2016)年３

月に策定し、『人と緑を未来へつなぐスマートシティ“エコポリス板橋”』の実現に向

けて、平成 28（2016）年度から令和７（2025）年度までの 10年間における、板橋区の

環境の保全に関する総合的かつ長期的な方針を示しました。 

 

「板橋区環境基本計画 2025」における区の環境の将来像と６つの基本目標 
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具体的には、地球温暖化対策に向けた取組として、家庭や事業所での省エネルギー

や再生可能エネルギーの普及促進に努めています。 

家庭や事業所での省エネルギーの普及促進として、スマートメーターや省エネナビ

による電気使用状況の「見える化」の推進、省エネの方法や環境配慮への情報提供、

国や東京都等による省エネ設備機器への支援や助成制度の情報提供、省エネや緑化を

通じたヒートアイランド現象（都市化による気温上昇）の緩和、板橋かたつむり運動

（「かたつむりのおやくそく」を合言葉に、「かたづけじょうず」、「たいせつにつかう」、

「つかいきる」、「むだにしない」、「りさいくる」を推進する運動）の推進などを実施

しています。 

再生可能エネルギーの普及拡大策として、イベント等の開催、助成制度の情報提供

のほか、公共施設への太陽光パネルの設置、太陽光発電の拡大に向けた公共施設の屋

根貸しなどを実施しています。 

 
 

 

 

 

( Ῥ₳ ͪ ᶸ)  Ẑ Ͻ ( ⅍ ) 

 

 

 

 

 

Ҳ ᵃ ↔ ἧ   

 

 

また、環境、防災・減災、健康・福祉、教育・保育などの側面を包括した“板橋区

らしいスマートシティの構築”を進めるため、平成 29( 2017) 年３月に板橋区スマート

シティ推進方針を策定しました。概ね 10年後の将来像「魅力にあふれ、健康にくらせ

る持続可能なまち いたばし ～エコでクリエイティブでヘルシーなライフスタイルの

実現～」と施策の方向性を示し、区民・事業者を含めた様々な主体における様々な分

野での施策・事業において、スマートシティの考え方に基づいた取組が推進されるこ

とを目的としています。  
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 ─  
国では、平成 10(1998)年に、京都議定書における目標達成へ向けて推進すべき地球

温暖化対策をとりまとめた「地球温暖化対策推進大綱」を決定しました。また、同年

に「地球温暖化対策の推進に関する法律」を制定し後、平成 20(2008)年に一部改正し、

都道府県、政令指定都市、中核市及び特例市は、区域の自然的社会的条件に応じて、

温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項を策定することが義務付

けられました。 

平成 27(2015)年には、「日本の約束草案」を決定し、温室効果ガスを令和 12(2030)

年度に平成 25(2013)年度比 26.0％減の水準とすることが示されました。さらに、パリ

協定の採択を受け、平成 28(2016)年度に「地球温暖化対策計画」が閣議決定されまし

た。この計画では、令和 12(2030)年度を中期目標として、長期目標である令和 32(2050)

年度までに 80％の温室効果ガスの排出を削減することが示されました。 

「平成 25(2013)年度比で令和 12(2030)年度までに 26％温室効果ガスを削減する」

という中期目標の達成のため、エネルギー供給の低炭素化と省エネルギー、イノベー

ションの推進といった横断的施策が推進されています。 

また、平成 30(2018) 年には「気候変動適応法」を施行、「気候変動適応計画」を閣

議決定し、温室効果ガスの排出抑制等の「緩和策」だけでなく、気候変動の影響を回

避・軽減する「適応策」に取り組むこととしています。 
図 日本における気候変動対策の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30( 2018) 4  

ＳＤＧｓ、パリ協定採択後に初めて策定される環境基本計画として、ＳＤＧｓの考

え方を活用しながら、分野横断的な６つの「重点戦略」を設定し、環境政策による経

済社会システム、ライフスタイル、技術などあらゆる観点からのイノベーションの創

出や、経済・社会的課題の「同時解決」実現をめざしています。 

重点戦略の全てにおいて、気候変動対策や低炭素社会の実現に関する内容が含まれ

ているほか、「食品ロスの削減」や、「マイクロプラスチックを含む海洋ごみ対策の推

進」などの近年注目されている新たな環境課題が網羅されています。 

 

温室効果ガスの

排出を抑制する 

 

被害を回避・ 

軽減する 

᷂ ӓᾍ ♣  Β Ẁ Ҳ  ꜘ  

᷂ ӓᾍ  

中期目標：平成 25(2013)年度比で令

和 12( 2030)年度までに

26.0％削減 

地球温暖化対策と経済成長を両

立させながら、長期的目標として

令和 32( 2050) 年までに 80％の排

出削減をめざす。 

ΒẀҲ ꜘ  

気候変動の影響による国民の生

命、財産及び生活、経済、自然環

境等への被害を最小化あるいは

回避し、迅速に回復できる、安

全・安心で持続可能な社会を構築

することをめざす。 
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表 第五次環境基本計画における施策の展開 

 

Ɽꜞ ⌐ ≠ↄ ≤⇔≡─ ( 2019)  

パリ協定に基づく温室効果ガスの低排出型の発展のための長期的な戦略として、最

終到達点としての「脱炭素社会」を掲げ、令和 32(2050)年までに 80％の温室効果ガス

の削減に大胆に取り組むというビジョンが掲げられています。その達成のため、ビジ

ネス主導の非連続なイノベーションを通じた「環境と成長の好循環」の実現をめざし、

エネルギー、産業、運輸、地域・くらし等の各分野のビジョンとそれに向けた対策・

施策の方向性、イノベーションの推進、グリーンファイナンスの推進、ビジネス主導

の国際展開、国際協力といった横断的施策等を示しています。 

  

①持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの構築 

②国土のストックとしての価値の向上 

③地域資源を活用した持続可能な地域づくり 

④健康で心豊かな暮らしの実現 

⑤持続可能性を支える技術の開発・普及 

⑥国際貢献による我が国のリーダーシップの発揮と戦略的パートナーシ

ップの構築 

╩ ⅎ╢  

○気候変動対策  ○循環型社会の形成 

○生物多様性の確保・自然共生 ○環境リスクの管理 ○基盤となる施策 

○東日本大震災からの復興・創生及び今後の大規模災害発災時の対応 
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 ─  
東京都は、令和 3(2021) 年に開催するオリンピック・パラリンピック競技大会とそ

の先を見据え、質の高い都市空間を創出し、将来にわたって存続・発展する「世界一

の環境先進都市・東京」をめざしています。 

大規模事業所における対策として、総量削減義務と排出量取引制度( キャップ＆トレ

ード制度) 、中小規模事業所における対策として、地球温暖化対策報告書制度や各種助

成・支援に取組、多くの事業所を有する首都として、産業及び業務部門における取組

促進のほか、家庭における対策やヒートアイランド対策、再生可能エネルギーの利用

拡大、水素社会の実現など、地域特性を反映した施策や先進的施策に広く取り組んで

います。 

 

28(2016)  

「世界一の環境先進都市・東京」の実現をめざし、「最高水準の都市環境の実現」、

「サステナビリティ」、「連携とリーダーシップ」の視点を踏まえ策定されました。 

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）としても位置付けられ、「令和 12( 2030) 年

までに、東京の温室効果ガス排出量を平成 12( 2000) 年比で 30％削減する」、「エネルギ

ー消費量を平成 12( 2000) 年比で 38％削減する」、「再生可能エネルギーによる電力利用

割合を 30％程度に高める」という目標を掲げています。政策の柱「①スマートエネル

ギー都市の実現」のための施策の方向性として、「省エネルギー対策・エネルギーマネ

ジメント等の推進」、「再生可能エネルギーの導入拡大」、「水素社会の実現に向けた取

組」を推進しています。 

  

出典：東京都環境基本計画 概要版 

図 東京都環境基本計画の概要 
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≤ (◐

ꜗ♇ⱪ ♪כ꜠♩ )  

大規模事業所( 前年度の燃料、熱、電気

の使用量が、原油換算で年間 1,500kL 以

上の事業所) に二酸化炭素排出量の削減

義務を課すものであり、オフィスビル等

をも対象とする世界初の都市型キャップ

＆トレード制度です。 

事業所自らの削減対策に加え、排出量

取引での削減量の調達により、合理的に

対策を推進することができる仕組みであ

り、各種クレジットの活用が可能となっ

ています。 

平成 22(2010) 年４月から運用を開始し、

現在は第二期（平成 27(2015) 年から令和

元( 2019) 年）としてオフィスビル等は基

準排出量比 15％または 17％、工場等は

15％の削減義務率としています。 

第三期（令和２(2020)年から令和

6(2024) 年）が始まる「2020年」を、「2030

年目標の達成」とその先の「脱炭素社会」

を見据えた「新たなステージ」と位置付

け、第三計画期間の削減義務率をオフィ

スビル等に 25％または 27％、工場等に

25％設定し、低炭素電力選択の仕組みの

拡充などを実施する予定です。 

 

 

都内の全ての中小規模事業所での地球

温暖化対策の底上げを図るため、二酸化炭

素排出量を把握し、具体的な省エネルギー

対策を実施し、実質的に事業活動に伴う二

酸化炭素の排出抑制の推進をしていくこ

とを目的として平成 22(2010) 年度から運

用を開始しました。 

同一事業者が都内に設置している事業所等（前年度の原油換算エネルギー使用量が

30kL以上 1,500kL 未満の事業所等）の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が年

間 3,000kL 以上になる事業者には、事業所等の報告書を取りまとめて提出する義務と

公表の義務が課せられます。 

令和２(2020)年の改正では、優良な事業者を評価する仕組みの導入や再エネ利用に

関する報告義務の新設・利用状況の評価への反映が実施されます。 

 

 

 

 

 

 

出典：総量削減義務と排出量取引制度 

図 排出量取引のイメージ 

表 削減義務率 

出典：東京都環境白書 2018 
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出典：東京都環境白書 2018 
 ─▬ⱷכ☺ 

 

表 環境確保条例に基づく主な取組 

対 象 対 策 

大規模事業所 ・総量削減義務と排出量取引制度( キャップ＆トレード

制度)  

中小規模事業所 ・地球温暖化対策報告書制度 

家庭 ・家電製品の省エネラベリング 

エネルギーの有効利用 ・地域におけるエネルギーの有効利用計画制度 

建築物 ・建築物環境計画書制度 

・マンション環境性能表示 

・省エネルギー性能評価書 

エネルギー供給事業者 ・エネルギー環境計画書制度 

自動車 ・自動車環境管理計画書制度 

 

♀꜡◄Ⱶ♇◦ꜛfi (2019) 12  

東京都は、平均気温の上昇を 1.5℃に抑えることを追求し、令和 32(2050)年に CO2排出

実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」の実現に向け、ビジョンと具体的な取組・

ロードマップをまとめた「ゼロエミッション東京戦略」を令和元年(2019)年 12月に策定し

ました。 

ゼロエミッション東京戦略の体系（6 つの戦略の柱と取組） 

戦略の柱 取組 
ȦɋɩȬɶȹȭȽɶ Ū П ֯ ȦɋɩȬɶǵḨ℅ȦɋɩȬɶӓ 

ū ȦɋɩȬɶǵ ֗ Ẏ 

⁸ȢɱɓɧȹȭȽɶ ┴  Ŭ ȺɫȦɝɁȵɥɱɑɩǵ Ẏ 

⁸ȢɱɓɧȹȭȽɶ  ŭ ȺɫȦɝɁȵɥɱɑɶȭɩǵ ֗͝  

ɵ ȹȭȽɶ Ů 3R ǵ  

ů ɕɧȷȿɁȭᾍ  

Ű ᴜɫȷᾍ  

ű ɓɫɱᾍ  

ΒẀҲ ꜘȹȭȽɶ Ų ꜘ ǵ▌ӓ 

В ǯӲϐ 

- ȦɱȰɶȶɟɱɆ Ȣɱȭɩɶȶ

ɥɱ-  

ų ẉ Ǳʺ̱ǯ ǞǦɞɶɔɟɱɆǯ ̝ȵȷɄɞǵẀ  

Ŵ Ӣ⁸ ǯǵ ▌ӓ 

ŵ ⅍ǵ ϼ Ҳ 

Ŷ ʫ ⁸ ǯǵ ▌ӓ 

ŷ ȳȷɄɈɔɩɓȟȢɈɱȷǵ  
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ゼロエミッション東京を実現するためには、使用する全てのエネルギーの脱炭素化が不

可欠であることから、再生可能エネルギーの基幹電源化に加え、再エネ由来 CO2 フリー水

素を本格活用し、蓄電や熱エネルギーとしての利用などにより、脱炭素社会の実現の柱と

しています。また、めざすべき令和 32(2050)年の姿として、大きく以下の２つを掲げてい

ます。 

◆使用エネルギーが 100％脱炭素化 

 再エネを基幹電源とする 100% 脱炭素電力が供給されている 

 再エネの地産地消とエネルギーシェアリングが標準化 

◆再エネ由来 CO2 フリー水素を、脱炭素社会実現の柱に 

 再エネ大量導入を水素で支える 

 あらゆる分野で CO2 フリー水素を本格活用。脱炭素社会を支えるエネルギーの柱に 

 

 

 
出典 ゼロエミッション東京戦略 東京都 
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 ─  
●☻ ─  

区の温室効果ガスの総排出量は、平成 25( 2013) 年度以降、減少傾向にあります。 

前計画では、平成 25( 2013) ～令和２( 2020) 年度の８年間で平成２( 1990) 年度と比較し

て、板橋区全体で温室効果ガスを 1.8 ％削減するという目標を掲げましたが、平成

28( 2016) 年度の温室効果ガスの総排出量は約 205.8 万 t - CO2 で、平成２( 1990) 年度比

7.5％減という結果になりました。一方、エネルギー消費量は、平成 23(2011)年に発生

した東日本大震災以降、省エネ・節電対策や再生可能エネルギーの普及が進んだことに

よって減少傾向を示し、平成 28( 2016) 年度のエネルギー消費量は約 21.539TJ で、平成

２( 1990) 年度比 26.6 ％減という結果になりました。 

温室効果ガス排出量は、その算出基礎となるエネルギー消費量の減少幅に比べ、緩や

かな減少にとどまっています。これは原子力発電所の稼働停止に伴う、電力の CO2 排出

係数の上昇が要因と考えられます。 
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図 区内エネルギー消費量（熱量換算） 
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─  

重点施策 13項目それぞれについて、実施状況を確認しました。各重点施策について、

最終目標値を達成している場合は◎、中間目標値は達成したが、最終目標値は達成し

ていない場合は○、中間目標値及び最終目標値ともに達成していない場合は△の３段

階にて表示しました。 

平成 31( 2019) 年 12月現在、７項目において中間目標値が達成されています。他の６

項目については中間目標値を達成していませんが、引き続き取組を続けています。 

ᵑ 1- 1- 1.  ⌐ ⇔√ ה ─  

創電・蓄電・節電・節水・熱エネルギーの有効活用などの行動を促進させる

ため、各家庭・事業所における環境に配慮した生活・事業活動の普及啓発を

図ります。 

  

 28(2016) ─  
27(2015)  

( )  

(2020)  

( )  

電力使用量 

ガス使用量 

電力 230,643  [ 万 kWh] 電力  239,454  [ 万 kWh] 電力  219,164  [ 万 kWh] 

ガス 16,568  [ 万 m3]  ガス 16,678  [ 万 m3]  ガス 15,251  [ 万 m3]  

 

ᵒ 1- 2- 2.  ⌐⅔↑╢ ESCO ─ ╛ ה ה ─  

本庁舎等において既に実施例のある ESCO事業＊について、他の区有施設にお

いても事業導入を実施します。また、区有施設において、節電・節水・節熱

に取組ます。 

  

 30(2018) ─  
27(2015)  

( )  

(2020)  

( )  

ESCO事業施

設数 
4  [ 施設]  

4 施設で実施している検証及び

今後の方向性の検討結果に基

づき目標事業量を決定する 
 

 

ᵓ 1- 3- 1. ה  ┼─ ◄Ⱡꜟ◑כ ─  

民間の住宅・建築物に対して、区や東京都、国の補助制度を活用し、民間建

築物に対して再生可能エネルギー等の導入を促進します。また、再生可能エ

ネルギー等を導入するための事例紹介や固定価格買い取り制度の紹介等の

普及啓発を図ります。 

 ◎ 

 
30(2018)

─  

27(2015)  

( )  

(2020)  

( )  

太陽光発電シ

ステム・燃料

電池導入助成

件数 

①太陽光 

発電システム 

一般

家庭 
1, 478 [ 件]  1, 411 [ 件]  

 

 

②太陽光 

発電システム 

事業

所 
7  [ 件]  17  [ 件]  

③燃料電池 
一般

家庭 
941  [ 件]  300  [ 件]  

 

ᵔ 2- 1- 3. fi⁸♥כ◌─  ─  

公共施設において緑のカーテンを率先して導入します。また、区民・事業者

に向けては、壁面緑化や屋上緑化の助成、緑のカーテンの講習会やコンテス

トなどを開催することによる普及啓発や緑のカーテンサポートクラブと連

携した情報提供や育成支援を行います。 

 ỏ 

 30(2018) ─  
27(2015)  

( )  

(2020)  

( )  

公共施設での

緑のカーテン

実施個所数 

161  [ 施設]  179  [ 施設]  190  [ 施設]  
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ᵕ 2- 2.  ─  

緑には、二酸化炭素の吸収源＊としての機能や緑陰の形成等、地球温暖化を

防止する多様な機能が期待されます。区では、「板橋区緑の基本計画 グリ

ーンプラン 2020」に基づき、既存の緑を適切に保全するとともに、緑化に

関する各種制度を活用し、区民・事業者の協力を得ながら、新たな緑を増や

し、植生被覆率を向上させていきます。 

 ủ 

 
30(2018) ─ 

 

26(2014)  

( )  

(2019)  

( )  

植生被覆率注） 20.2  [%] 20.2  [%] 21.0  [%] 

注）航空写真によるデジタルデータを解析し、樹木や草、芝生、農作物などの植物体に覆われた面

積の割合を計測した値のことです。 

 

ᵖ 3- 1- 1.  ─  

電気自動車＊、ハイブリッド自動車＊、プラグインハイブリッド自動車＊、CNG

自動車＊、燃料電池車＊等の次世代自動車の普及啓発に取組ます。また、次世

代自動車＊を利用しやすい環境を整備するため、まちかど充電器等や燃料充

填スポット等の設置の普及啓発を図ります。 

 ỏ 

 
30(2018) ─ 

 

27(2015)  

( )  

(2020)  

( )  

区役所で使用して

いる自動車の低公

害車率 

73  [%] 85  [%] 95  [%] 

 

ᵗ 4- 1- 6.  ⸗♦ꜟ ≢─ ◄Ⱡꜟ◑כ ─  

区内のモデルとなる商店街において、省エネルギー・新エネルギー型の街路

灯や、緑のカーテンの導入等の実施を支援します。 
 Ừ 

 
30(2018) ─ 

 

27(2015)  

( )  

(2020)  

( )  

街灯の LED化実施の

モデル商店街数 
54  [ 商店街]  21  [ 商店街]  

 

 

 

ᵘ 4- 2.  ─  

事業者は、本業においても地球温暖化対策に寄与することも極めて重要で

す。環境関連市場は今後ますます拡大する見通しであり、なおかつ従来から

ものづくりが盛んであった区内において、事業者が持つ技術やノウハウを活

かしてこの市場に参入することは、ビジネスチャンスであるといえます。 

そのため、省エネルギー・新エネルギー製品等の開発支援と普及促進、省エ

ネルギー・温暖化対策技術の交流促進支援、区内環境産業の展示会への出展

支援を実施します。 

  

 (2019) ─  
27(2015)  

( )  

(2020)  

( )  

事業者による省

エネルギー機器

の導入率 

60.3  [%] 54.0  [%] 71.7  [%] 

 

ᵙ 5- 1- 1.  ⅛√≈╗╡ ─  

区民に対して 3R＊を普及させるため、「かたつむりのおやくそく」（かたづ

けじょうず、たいせつにつかう、つかいきる、むだにしない、りさいくる）

を合言葉にごみの減量を推進します。 

 ỏ 

 30(2018) ─  
27(2015)  

( )  

3(2021)  

( )  

廃プラスチック

の排出量 
15, 483 [t]  15,335  [t]  14,069  [t]  
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ᵚ 5- 2- 1.  ─  

びん・缶、古紙、ペットボトルを対象にした集積所での行政回収とともに、

食品用トレイ、ボトル容器などを対象にした公共施設等での拠点回収を推進

します。また、商店街や事業者と連携し、商店街・オフィスリサイクル（古

紙回収）を推進します。さらに、集団回収を実践する団体に対し、回収実績

に応じた報奨金を支給する等の支援をします。 

また、廃食用油と古布・古着の拠点回収を行い、リユース＊・リサイクルを

推進します。 

 ỏ 

 30(2018) ─  
27(2015)  

( )  

3(2021)  

( )  

リサイクル率 22.2  [%] 25  [%] 28  [%] 

注）目標値の桁数が年度ごとに異なるのは、「板橋区一般廃棄物処理基本計画（第三次）」と表記方

法を統一していることによるものです。 

ᵛ 6- 1- 1.  ⌐╟╢ ⌐ ╢ ─  

地球温暖化対策に取り組む区民団体の活動の場の提供や、エコライフフェア

をはじめとした各種イベントの開催を通して、区民・事業者に対して協働に

よる地球温暖化対策の普及啓発を図ります。 

また、区民団体との協働で、「打ち水」などの地球温暖化対策に係るイベン

トを展開します。 

 ỏ 

 30(2018) ─  
27(2015)  

( )  

(2020)  

( )  

環境イベントなど

の参加者数 
44,178  [ 人]  60,000  [ 人]  

 

 

 

ᵜ 6- 2- 1.  ⌐ ∆╢ ─  

地球温暖化対策に関するイベントや講座の開催案内などを行います。また、

区民・事業者向けに、環境共生住宅、自動車利用、低公害車等の導入につい

て助成金制度の存在や対策効果・メリットなどの情報を収集し、提供します。 

 Ừ 

 
30(2018) ─ 

 

27(2015)  

( )  

(2020)  

( )  

板橋区地球温暖化

対策実行計画等の

HPアクセス件数 

86,527  [ 件]  67,000  [ 件]  68,000  [ 件]  

 

ᵝ 6- 3- 1.  ─  

地球温暖化対策に関する講座の開催や、環境教育のための資料・教材の作

成・配付・貸し出しを通して、環境教育の支援に取組ます。 
 ỏ 

 
26(2014) ─

※ 

27(2015)  

( )  

(2020)  

( )  

小・中学校におけ

る環境学習の時間

数 

3, 792 [ 時間]  4,000  [ 時間]   

 

※第一次推進プランの指標。第二次プラン以降では、指標として追っていないため、数値を把握し

ていない。 
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 ⌐⅔↑╢ ●☻ ─ ≤  

 ●☻ ─  
─  

温室効果ガスの算定手法としては、主として環境省が定める「地球温暖化対策地

方公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアル」の算定手法がありますが、全

国的に統一された算定手法は存在しません。本計画で掲載する温室効果ガスの排出

量については、東京都内の他の市区町村と統一したルールのもと算定された値を用

いることが望ましいとの観点から、オール東京 62市区町村共同事業において算定さ

れた値を用いることとします。 

オール東京 62 市区町村共同事業による CO2 排出量の算定対象部門、算定方法の概

要は以下のとおりです。 

 
表 本計画における二酸化炭素排出量の算定対象部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表 二酸化炭素排出量の算定対象部門 

 ᾍ  ρ  

ȦɋɩȬɶ  ¥ ҘǲǫǋǭǶƲ ǵ КɫȷƲ ɫȷ Ƕ ὤǲ ἇǞǭǋȒǚǯƲ

ȅǦƲ ⁸Ȫȷǵ ɫȷǶ ȈǭᾛǜǋǚǯǱǰǒȐƲ ὑǵᾍ ǯǞǱǋƳ 

  Ʀ  

 ¥ ʝ ǵ⁸Ӣ ǲǭ ҲǓ ȖȓǭǋȒǓƲǤǵὕ ǶЏ ǜȓǭǋȒ Ḹ

ǒȐǶ♬ȐȓǱǋǚǯƲCO 2 ї ǵΙǓ ȈǭᾛǜǋǚǯǱǰǒȐƲ ὑǵᾍ

ǯǞǱǋƳ 

┴  Ʀ  

 Ʀ  

 ὤ↨ Ʀ  

ҵ Ʀ  

 Ҳ  Ʀ ὕ ǲ ȉ ǋ Ҳ ǮǉȒ șḨ ǯǞǭ ὑǠȒƳ 

 Ʀ ɅɶȽș♬ȋǠǋˆ ˲ᴣ șḨ ǯǞǭ ὑǠȒƳ 

 ¥ ї Ǔʝ ǵ⁸Ӣ ǲ ʴǠȒǚǯƲ⁸Ӣ Ǔ ǠȒ ǯǵ Ǔר

Ȉǭ̭ǋǚǯǱǰǒȐƲ ὑǵᾍ ǯǞǱǋƳ 

 ¥ ї Ǔʝ ǵ⁸Ӣ ǲ ʴǠȒǚǯƲ⁸Ӣ Ǔ ǠȒ ǯǵ Ǔר

Ȉǭ̭ǋǚǯǱǰǒȐƲ ὑǵᾍ ǯǞǱǋƳ 

Ǥǵ̀

 

ʝ ∕  Ʀ ›ḹǮǵCO 2 ї ǮǶǱǖƲֺ⁸Ӣ ǲǑǘȒʝ ∕ ǵᶥ֛ șḨ

ǯǞǭ ὑǠȒƳ 

∕  ¥ ᶥ֛ Ʋ ǯȉǲɅɶȽǵ Ǔᶩ ǮǉȒǚǯǒȐƲ ὑǵᾍ ǯǞǱǋƳ 

› ɕɫȹȷ ¥ ȹɟɱɆ › ǲ҇ ǜȓȒCO 2 ї Ǔᾍ ǮǉȒǓƲ Кǵᾍ ǲ

ǑǘȒ ї ǵΙǶ ȈǭᾛǜǋǚǯƲȅǦƲɅɶȽǵ Ǔᶩ ǱǚǯǒȐƲ

ὑǵᾍ ǯǞǱǋƳ 

֛ט  ơ ֛ט ǯǞǭǶ Ǔᾍ ǯǱȒǦȈƲ ǓἭ᷀ǠȒʝ ǵ⁸ Ǔ ὑᾍ

ǯǱȒ ѩӢǶЋǭᾍ ǯǞǱǋ Ƴ֛ט ǶǉǖȅǮ֓ ǋǯǞƲѩ ὑ

ǠȒ⁸Ӣ ѩ Ὑҧ Ȫȷ ї ǲǶדȈǡƲẆ ǯǞǭ֝ȑ ǍƳ 

  

部門の種類 内容 

エネルギ

ー起源 

産業部門 製造業、建設業における電気や燃料の消費 

家庭部門 家庭（自家用車は運輸部門に含む）における電気

や燃料の消費 

業務部門 事務所ビル、飲食店、学校などにおける電気や燃

料の消費 

運輸部門 自動車（自家用、事業用）、鉄道による電気や燃料

の消費 

非エネル

ギー起源 

廃棄物部門 家庭系ごみ、事業系ごみの処理 
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表 二酸化炭素排出量の算定方法概要 
 Ҙɵ ⁸ȪȷȦɋɩȬɶǵ ὑ  Ҙɵ ⁸Ȫȷ̊ẆǵȦɋɩȬɶǵ ὑ  

 

 

 

 

 

 

 

Ƕ ˬ Ћ̱ǵ ὤʝ ►Ǧȑǵ ǲ Ҳ ὤ șˆǟȒƳ 

ǶῬǞȎ᷂ḢǵȆǵ ὑǯǞƲ ►Ǧȑǵ ǲ șˆǟȒƳ 

┴  ˬ Ћ̱ǵ┴ ș┴ ›⅛ Ǯ ѝǠȒƳ 

 ƞ Ҙ Ƽ Ҙɵ ⁸Ȫȷ̊Ẇƽǯֿ ǲ ὑǠ

ȒƳ 

ƞ ⁸Ȫȷ › ⁸Ȫȷ͑ ș ʣǠȒƳ 

ˬ Ћ̱ǵ ǵ ѩ ș►

⁸Ӣ ǵ ѩ ᴜї Ǯ ѝǠȒǚǯ

ǲȏȑ ὑǠȒƳ 

 ὤ↨ ƞ Ҙ ♫ Ʋ ₑѩ Ʋ ẋ Ҙǵ

Ιș Ǟ ὑǠȒƳ 

ƞ ⁸Ȫȷ ὤ↨ ⁸Ȫȷ͑ ș ʣǠȒƳ 

LPGƲ ǲǫǋǭƲʫₑ►Ǧȑǵ ї Ӵ

ʫₑƲ˘˲̊ʣʫₑș ǲƲӴ͔Ʋʫₑ

șˆǟȒǚǯǲȏȑ ὑǠȒƳǱǑƲLPG Ƕ

⁸Ȫȷǵ ֗ȦɨȠș ǠȒƳ 

ҵ ƞ Ҙ ⁸Ӣ К ͑ ǵǍǨ̀ǵ Ǯǵ

ї ǵΙș ǋǦΙș ʣǠȒƳ 

ƞ ⁸Ȫȷ ᵀ ƲЏҵ Ʋӣ ǯǞǭ͑

ǜȓǦֺ ⁸Ȫȷ͑ ș ʣǠȒƳ 

ˬ Ћ̱ǵ┴ ѩǵ⅛ ►Ǧȑǵ

ǲ► ⁸Ӣ Кǵ⅛ șˆǟȒǚǯ

ǲȏȑ їǠȒƳ⅛ ǶƲᶭὑ ǵ Ʋ

ˬ ǵЏ ǵ ȋƲᶮ

ǒȐ ǠȒƳ 

 Ҳ  Ě ѩӢƲẉ ᷂ḢǮǶƲ ˬ Ǯ їǞǦCO2

ї șḨǯǠȒƳῬǞȎ᷂ḢǲǑǋǭǶƲ

Ҳ 1 ְ►Ǧȑǵ ǲ Ҳ Ҳ

ͪ ְ șˆǟȒǚǯǲȏȑ ὑǠȒƳ 

 ̝ ѩ Ҙ șƲ ̝ ѩ ѩˆ

˲ᴣǮ ѝǞƲ⁸Ӣ Ǜǯǲ Ǟǭ ὑǠ

ȒƳ 

ǵʝ ș ǔƲ ˬ Ћ̱ǲǑǋǭɅȡɶ

Ⱥɩ ș̓ ǞǦ ǵ Ǔ ǰǱǋǚǯ

ǒȐƲ ὑǵᾍ ǯǞǱǋƳ 

ʝ ∕  Ě ∕ ș ǯǞǭ ὑǠȒƳ 
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●☻  

板橋区の温室効果ガス排出量は、平成 28(2016)年度において 205. 8万 t - CO2であり、

平成 25(2013)年度比 11.2 ％（26万 t - CO2）減少しました。平成 22(2010)年度以降で

は平成 25(2013)年度をピークとし、平成 26(2014)年度以降は減少傾向で推移していま

す。 

平成 28(2016)年度におけるガス別温室効果ガス排出量は、二酸化炭素（CO2）が

93.5％を占め、次いでハイドロフルオロカーボン類（HFCｓ）が 5.9％でした。平成

25(2013)年度以降、ハイドロフルオロカーボン類は増加傾向にありますが、二酸化炭

素を含むその他のガスは概ね減少傾向にあります。また、板橋区における二酸化炭素

排出量は東京 23区（特別区）内では、12番目に大きくなっています。 

 
表 温室効果ガス総排出量の算定結果     単位：万 t - CO2 

  

(1990)

 

(1995)

 

12 

(2000)

 

17 

(2005)

 

22 

(2010)

 

23 

(2011)

 

24 

(2012)

 

25 

(2013)

( ) 

26 

(2014)

 

27 

(2015)

 

28 

(2016)

 

28 

(2016)

 

 220.1  226.6  222.2  214.8  202.5  212.9  223.3  221.5  211.0  198.5  192.4  - 13.1% 

 0.3  0.3  0.3  0.3  0.2  0.2  0.2  0.3  0.3  0.3  0.3  - 1.1% 

 2.3  2.3  2.2  1.7  1.1  1.0  0.9  0.9  0.8  0.9  0.8  - 8.7% 

 0.0  1.1  2.4  2.2  5.6  6.0  6.8  9.0  10.1  11.1  12.2  36.0% 

 0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  - 28.6% 

 0.0  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  1.0  0.1  0.1  - 16.0% 

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  - 64.1% 

 222.7  230.7  227.1  219.0  209.4  220.2  231.4  231.8  222.3  210.8  205.8  - 11.2% 
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図 温室効果ガス総排出量の推移 
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図 温室効果ガス総排出量の内訳 
（平成 28(2016)年度） 

図 ガス種別排出量の増減（平成 25(2013)年度比） 
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板橋区の二酸化炭素排出量は、平成 28(2016)年度において 192. 4 万 t - CO2 であり、

平成 25(2013)年度比 13％（29. 1 万 t - CO2）減少しました。 

平成 28(2016)年度における部門別二酸化炭素排出量は、家庭部門が 38.1％を占め、

次いで業務その他部門が 24.2％、運輸部門が 18.1％でした。東京都と比較すると、業

務その他部門の割合が小さく、産業部門及び家庭部門の割合が大きいという特徴があ

ります。これは、都内でも有数の工場集積地域であり、また、区域の約９割を住宅地

区が占めるという地域特性を反映していると考えられます。 
表 二酸化炭素の部門別排出量の算定結果   単位：万 t - CO2 

  

(1990)

 

(1995)

 

12 

(2000)

 

17 

(2005)

 

22 

(2010)

 

23 

(2011)

 

24 

(2012)

 

25 

(2013)

( ) 

26 

(2014)

 

27 

(2015)

 

28 

(2016)

 

28(2016)

 

 60.9 47.6 39.3 42.7 36.2 36.1 35.0 34.2 34.1 33.0 31.3 - 8.6% 

 56.1 60.1 59.6 67.2 69.9 75.6 82.3 82.0 77.0 73.8 73.3 - 10.6% 

 35.9 43.4 48.4 42.0 46.6 50.7 57.4 57.4 52.7 45.6 46.7 - 18.7% 

 64.3 72.4 72.1 59.9 43.9 44.5 42.4 41.3 41.1 39.6 34.8 - 15.9% 

 2.9 3.1 2.8 3.0 5.9 6.0 6.2 6.6 6.2 6.5 6.5 - 2.0% 

 220.1 226.6 222.2 214.8 202.5 212.9 223.3 221.5 211.0 198.5 192.4 - 13.1% 
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図 部門別二酸化炭素排出量の内訳 
（板橋区 平成 28( 2016) 年度） 

図 部門別二酸化炭素排出量の内訳 
（東京都 平成 28( 2016) 年度） 
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ᵑ  

産業部門における二酸化炭素排出量は、平成 28(2016)年度において 31. 3 万 t - CO2

であり、エネルギー種別内訳は、電力が 62.3％、都市ガス・LPG等が 28.9％、ガソリ

ン・灯油等が 8.7％でした。東京都と比較すると、業務その他部門の割合が小さく、

ガソリン・灯油等の割合が小さく、電力及び都市ガス・LPG等の割合が大きくなって

います。 

また、業種別内訳は製造業が 92.9％、建設業が 6.9％、農業・水産業が 0.2％とな

っています。東京都と比較すると、建設業及び農業・水産業の割合が小さく、製造業

の割合が大きくなっています。 

平成 25(2013)年度の排出量（34. 2 万 t - CO2）と比較し、平成 28(2016)年度は 9％（2. 9

万 t - CO2）減少しました。 

平成２(1990)年度以降、エネルギー種別排出量はいずれも概ね減少傾向で推移して

おり、特に A重油及び C重油を含むガソリン・灯油等からの排出量減少が大きな要因

となっています。そのため、排出量は減少傾向にある一方で、産業部門のエネルギー

消費における電力依存率は高まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 産業部門における二酸化炭素総排出量の推移 

図 二酸化炭素排出量のエネルギー種別内訳

（板橋区 平成 28(2016) 年度） 

図 二酸化炭素排出量のエネルギー種別内訳
（東京都 平成 28(2016) 年度） 
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図 二酸化炭素排出量の業種別内訳 

（板橋区 平成 28(2016) 年度） 

図 二酸化炭素排出量の業種別内訳 
（東京都 平成 28(2016) 年度） 
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ᵒ  

家庭部門における二酸化炭素排出量は、平成 28(2016)年度において 73. 3 万 t - CO2であり、

エネルギー種別内訳は、電力が 70.7％、都市ガスが 24.9％、灯油が 2.7％、LPGが 1.8％でし

た。 

平成 25(2013)年度の排出量（82万 t - CO2）と比較し、平成 28(2016)年度は 11％（8. 7万 t - CO2）

減少しました。 

板橋区における平成２(1990)年度以降の人口及び世帯数は、概ね増加傾向で推移していま

すが、当部門における二酸化炭素排出量は平成 24(2012)年度をピークとし、平成 25(2013)年

度以降は減少傾向で推移しています。平成 23(2011)年に東日本大震災が発生したことを受け、

原子力発電所の稼働停止に伴い電力排出係数が増加したため、電力消費量は低下した一方で、

電力由来の二酸化炭素排出量は平成 23(2011)年～24(2012)年にかけて増加しました。平成

26(2014)年度以降は、主に電力排出係数が低下したことを受け、排出量も減少傾向に転じて

います。 

板橋区における 1 人当たり及び 1 世帯数当たりの二酸化炭素排出量は、東京都と概ね同程

度の水準です。 
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ᵓ ∕─  

業務その他部門における二酸化炭素排出量は、平成 28(2016)年度において 46.7 万 t - CO2で

あり、エネルギー種別内訳は、電力が 78.3％、都市ガスが 20.5％、灯油が 0.6％、A重油が

0.4％、LPGが 0.2％でした。平成 28(2016)年度における業種別内訳では、事業所ビルが約４

割を占めており、続く病院・医療施設等、学校を含めて全体の約７割となります。 

平成 25(2013)年度の排出量（57.4 万 t - CO2）と比較し、平成 28(2016)年度は 19％（10.7

万 t - CO2）減少しました。 

平成 26(2014)年度及び 27(2015)年度の排出量は減少傾向にありましたが、平成 28(2016)

年度は平成 27(2015)年度値を僅かに上回りました。平成 25(2013)年度以降、エネルギー消費

量が全体的に減少傾向にあり、二酸化炭素排出量の減少には特に電力消費量の減少が大きな

要因となっています。 
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ᵔ  

運輸部門における二酸化炭素排出量は、平成 28(2016)年度において 34. 7 万 t - CO2であり、

エネルギー種別内訳は、ガソリン（自動車）が 61.1％、軽油（自動車）が 27.3％、電力（鉄

道）が 7.0％、LPGが 4.6％でした。 

平成 25(2013)年度の排出量（41. 3 万 t - CO2）と比較し、平成 28(2016)年度は 16％（6. 6 万

t - CO2）減少しました。 

近年では、平成 23(2011)年度の排出量をピークとし、平成 24(2012)年度以降は減少傾向で

推移しています。エネルギーとしては、主に自動車のガソリン及び軽油消費量が減少してお

り、自動車保有台数の減少及び自動車の燃費改善等によるものと考えられます。 
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ᵕ  

廃棄物部門における二酸化炭素排出量は、平成 28(2016)年度において 6. 5 万 t - CO2 であり、

プラスチックの焼却由来が 84.6％、合成繊維くずの焼却由来が 15.4％でした。 

平成 25(2013)年度の排出量（6. 6万 t - CO2）と比較し、平成 28(2016)年度は 2％（0. 1 万 t - CO2）

減少しました。 

平成 22(2010)年度以降の排出量は概ね横ばいで推移していますが、平成 17(2005)年度以前

と比較した場合はおよそ２倍程度に増加しています。要因としては主にプラスチックの焼却

量の増加が挙げられ、これは平成 20(2008)年度において、プラスチックの分別が可燃物に変

更され、可燃物として焼却処理されているためと考えられます。 
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∕─ ●☻  

板橋区における６ガス（CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6、NF3）の合計排出量は、年々増

加傾向にあります。平成 28( 2016) 年度における排出量は 13. 4 万 t - CO2 であり、平成

25(2013)年度（10. 3 万 t - CO2）と比較し 30％（3. 1 万 t - CO2）増加しました。 

ガス別に見ると、平成 25(2013)年度以降は HFCs が増加傾向にあり、その他のガス

は概ね減少傾向にあります。 
表 その他６ガスの排出量      単位：万 t - CO2 

 

  

(1990)

 

(1995)

 

12 

(2000)

 

17 

(2005)

 

22 

(2010)

 

23 

(2011)

 

24 

(2012)

 

25 

(2013)

 

26 

(2014)

 

27 

(2015)

 

28 

(2016)

 

28 

(2016)

 

 CH4 0.3  0.3  0.3  0.3  0.2  0.2  0.2  0.3  0.3  0.3  0.3  - 1.1% 

 N2O 2.3  2.3  2.2  1.7  1.1  1.0  0.9  0.9  0.8  0.9  0.8  - 8.7% 

 
HFCs 0.0  1.1  2.4  2.2  5.6  6.0  6.8  9.0  10.1  11.1  12.2  

36.0% 

 
PFCs 0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

- 28.6% 

 SF6 0.0  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  - 16.0% 

 NF3 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  - 64.1% 

  2.6  4.2  5.0  4.2  7.0  7.3  8.1  10.3  11.3  12.4  13.4  29.6% 

 
 

 ●☻ ─  
ה ─ ┘ ─ ─ ⇔ 

板橋区の人口及び世帯数は増加傾

向にあり、平成 26(2014)年には 55万

人を超え、平成 30(2018)年度は 57万

8,127 人、30万 8,065 世帯となってい

ます。平成 31(2019)年１月に改定さ

れた板橋区人口ビジョン（令和２

(2020)年～令和 27(2045)年）による

と、将来の総人口は、しばらくは上昇

傾向が続き、令和 12(2030)年にピー

クを迎えた後に、緩やかな減少トレン

ドとなると推計されています。 
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平成 20(2008)年 263, 773 533,218 

平成 21(2009)年 266,416 535,903 

平成 22(2010)年 272,683 535,824 

平成 23(2011)年 273,744 537, 855 

平成 24(2012)年 285,033 541,435 

平成 25(2013)年 288,095 546,936 

平成 26(2014)年 291,233 552,645 

平成 27(2015)年 291,408 561,916 

平成 28(2016)年 297,616 569,204 

平成 29(2017)年 302,689 573,669 

平成 30(2018)年 308,065 578,127 

図 その他６ガス総排出量の推移 
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出典：平成 30 年度板橋区の統計、板橋区人口ビジョン（2020年～2045年） 

 ─ ┘ ─  

 

─  

二酸化炭素排出量は、令和７(2025)年度には 199.4 万 t - CO2 と予測されます。これは、

平成 25(2013)年比で 10.0％の減少、平成 28(2016)度比で 3.6％の増加となります。 

部門別にみると、家庭部門が平成 28(2016)年度比で 12.2％増加と、今後も増加していく

と考えられます。これは、世帯数の増加傾向がしばらく続くと予測されることに起因します。 

表 二酸化炭素排出量の部門別将来予測結果（板橋区）単位：万 t - CO2 
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ҵ  57.4  46.7  47.6  - 17.1%  2.0%  
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将来予測値の算定結果は未確定です。 

算定に使用するデータの精度向上により値が変動する場合があります。 
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平成 28(2016)年度 令和７(2025)年度（現状趨勢） 

図 部門別二酸化炭素排出割合の変化（板橋区） 

出典：「特別区の温室効果ガス排出量」（オール東京 62 市区町村共同事業）」 

 

 

 

⌐ ™√  

現状趨勢＊の将来予測に用いた活動量指標と、平成 21(2009)年度及び平成 25(2013)年度

及び平成 28(2016)年度の実績値、令和７(2025)年度の想定値は表６のとおりです。 

表６ 温室効果ガス排出量の将来予測に用いる活動量指標 

  

(2025) ⌐⅔↑╢ 21(2009)

 

25(2013)

 

28(2016)

 

 

(2025) 

 

─      

 

 農家戸数（戸） トレンド予測注 1）をもとに設定 93 86 84 78 

 
新築着工面積 

（万㎡） 
平成 21(2009)年度と同等 43.6 -  -  43.6 

 
製造品出荷額 

（億円） 
トレンド予測注 1）をもとに設定 5,114 3,583 3,507 3,279 

 

総世帯数 

（世帯） 
トレンド予測注 1）をもとに設定 266,416 288,095 297,616 326,179 

単身世帯数 

（世帯） 
トレンド予測注 1）をもとに設定 128,590 

136 573( 注

2) 

149,236( 注

2) 
174,562 

 
建物の床面積 

（万㎡） 

トレンド予測注 1）をもとに設定

し、既知の新規大型案件がある

場合はその面積を追加計上 

400.4 -  -  408.22  

 

 

 

実走行燃費 

（km/L） 

「東京の温室効果ガス排出

量 2020年推計と部門別削減

目標」で示されている予測

値に対して、トレンド予測注

1）をもとに設定 

9.95 10.29 10.43 10.85 

Ᵽ☻ 3.71 3.74 3.75 3.78 

 8.99 9.11 9.17 9.32 

 9.02 9.08 9.1 9.16 

 
電力消費量 

（万 MWh） 
平成 28(2016)年度と同等 5 5.11 5.06 5.06 

 人口（人） 板橋区人口ビジョン 535,903 546,936 569,204 584,765 

注 1）トレンド予測とは、過去の傾向に基づき将来の活動量の増減予測を行うことです。 

注 2）平成 22（2010）年度及び平成 27（2015）年度の国勢調査の結果を掲載しています。 
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41.2%
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16.9%
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合計 
192.4 万

t -CO2 

合計 
199.4 万

t -CO2 

活動量指標の算定結果は未確定であり、算定に使用するデータの精度向上によ

り値が変動する場合があります。 
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 ●☻ ⌐ ↑√ ≤  
区域の温室効果ガス排出量の一層の削減を進めるうえで、板橋区の温室効果ガス排出量の推計結

果及び、区民・事業者の意識調査、前計画の進捗状況、地球温暖化対策をめぐる国内外の動向から

明らかとなった課題点を、部門ごとに抽出し、整理します。なお、温室効果ガス排出量の大部分を

占める二酸化炭素を中心に述べることとします。 

 

 

 

 ─ ה  

  

 

部門 
 

課題 

 

方向性 

（ビジョン） 

産
業 

製造品出荷額の減少に連動して二酸化

炭素排出量が減少していて、二酸化炭素排

出量は将来的にも緩やかに減少すると予想さ

れる。相反しがちな環境と経済活動をいか

にして両立していくかが重要なポイント

となる。 

・各事業所への省エネや再生可能エネルギーの

導入を促進する。 

・新たな製品やサービスの開発など、温暖化対策

を契機とした環境と経済の好循環を実現させ、ビ

ジネスとして確立する。 

家
庭 

世帯数の増加（活動量）に伴い二酸化

炭素排出量が増加している。今後も単身者

世帯や高齢者世帯を中心に世帯数および

二酸化炭素排出量は増加すると予想され

る。 

・区民が豊かでいきいきとした暮らしを実践し

ながら温室効果ガス削減にも貢献できるよう

な施策（LED照明などの省エネ機器の普及、太

陽光発電などの再生可能エネルギーの導入の

促進等）実施する。 

・区民の生活行動を制限することなく取り組め

る対策を強化する 

業
務 

二酸化炭素排出量は主に床面積が影響

しおり、今後も緩やかに増加すると予想さ

る。部門別排出量では2位を占めており、

板橋区の温室効果ガス排出量削減を考慮

するうえで無視できない部門である。 

 

・取組が進んでいない環境マネジメントシステ

ムの導入を促進する。 

・省エネ機器、太陽光発電などの再生可能エネ

ルギー機器の導入を促進し、実質的な温室効

果ガス排出量の削減に結び付ける。 

運
輸 

近年の車両の燃費の向上や、自動車保有

台数の低減傾向から、運輸部門の二酸化炭

素排出量は緩やかに減少すると予想され

ます。ただし、高齢化の進行が予想される

中で、一定の移動手段の確保は必要である

ため、さらに対策を進める必要がある。 

・エコドライブなどの適正な自動車利用や公共

交通機関の利用を促進する。 

・電気自動車などの低公害車の導入を促進する。 

・カーシェアリングを促進する。 

 

廃
棄
物 

廃棄物部門の二酸化炭素排出量の削減

には、焼却対象物そのものの削減が必要と

なる。また、近年プラスチックごみが問題

になっている。 

・ごみの排出抑制、リサイクル・リユースの促

進などの一層の促進を促す「板橋かたつむり

運動」の更なる展開が必要である。 

・プラスチックごみの削減対策を行う。 

そ
の
他
６
ガ
ス 

二酸化炭素以外の６種類のガスについ

ては、排出量は二酸化炭素と比較して非常

に少ないですが、緩やかに増加しており、

今後も一定の排出量が見込まれる。 

・国などが実施する排出源対策との連携や啓発

活動を中心に、対策を講じる。 



71 

ה  ─  

 ─  
─  

区民意識調査の概要は以下のとおりです。 

アンケート実施期間 2019年 11月 12日（火）～11月 27 日（水） 

抽出方法 無作為抽出 

対象者 1,500 人 

回収数・回収率 439通（29.3％） 

  

─  

①ご家庭での取組状況（ライフスタイルの転換に係る取組） 

・全体を通して「取り組んでいる」の回答割が高い項目は、キッチンでは「調理時は火

がなべ底からはみ出さないように調節する」(77.2 ％) 、暮らしでは「天気の良い日は、

洗濯物を乾燥機ではなく天日で乾かす」( 77.7％) 及び「洗濯はまとめて効率よくする」

( 73.8％) でした。 

・全体を通して「取り組んでいない」の回答割が高い項目は、暮らしでは「「緑のカーテ

ン（建物の壁を植物で覆うことで、建物の温度上昇を抑える取組）」をしている」

( 84.1％) 及び「環境に関連するイベントに参加したことがある」( 80.4％) 、浴室洗面

所では「風呂の残り湯は、水まき・洗濯などに再利用する」( 52.2 ％) でした。 

【リビング】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【項目：キッチン】 
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【浴室洗面所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【暮らし】 
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【移動】 
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②家庭での再生可能エネルギーや省エネルギー設備の利用状況 

 

【利用していない理由】 
 
 

 

 

 

 

 

 

【利用している理由】 

 

 

 

 

 

 
 
③家庭での再生可能エネルギーや省エネルギー設備の利用状況と今後の意向 
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④ 家庭での電力会社の変更状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【電力会社の変更もしくは変更の検討にあたり、最も重視したこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤  家庭が省エネをしようとする際に、障害となっていること 

「機器の取替などで費用がかかる」が最も多く、次いで「省エネについて知識が足りな

い」、「何をすべきかわからない」でした。 
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⑥  家庭で省エネ機器を導入する際、補助金制度を利用したことはあるか 

「利用したことがない（知らなかったため、今後検討したい）」が最も多く、次いで「利

用したことがない（対象の機器がなかったため）」でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 5 年後のエネルギー使用量の削減程度 

今後のエネルギー削減見込について、「現在とほとんど変わらない」が最も多く、次いで

「15％程度は可能かもしれない」でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ ご家庭での取組状況（資源循環に係る取組） 

「板橋区かたつむり運動」の認知度 
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【家庭で実施している資源循環に係る取組】 
 
「はい」と「ときどき」の合計は、「リサイクル推進のため、ごみや資源の分別をする」

が最も高く、次いで「むだのないように買物する」、「買物用の袋を持って、買物する」で

した。一方で、「カフェなどでプラスチック製のストローを断る」、「プラスチック容器入り

の弁当やペットボトルをなるべく買わない」、「古着などの不用品はフリーマーケット、リ

サイクルショップや区が設置する拠点回収場所へ持ち込む」では実施率が低くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 地球温暖化（気候変動）の対策：緩和と適応 

【「緩和」、「適応」という言葉の認知度】 
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【地球温暖化による気候変動の影響についての実感】 

「とても実感がある」と「ある程度実感がある」の合計の割合は、「台風の大型化などに

よる影響」が最も多く、次いで「猛暑日や熱帯夜の増加による不快感への影響」、「いわゆ

る「ゲリラ」豪雨」などの局地的な大雨の影響」でした。一方で、「デング熱をはじめとす

る感染症の増加などの影響」、「絶滅危惧種の増加などによる生態系への影響」、「過耕作、

過開拓、森林減少などによる干ばつや砂漠化の影響」では比較的実感が低くなっています。 
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【区が優先的に進めていくべき適応策】 
 
「自然災害（洪水、土砂崩れ）」が最も多く、次いで「健康（熱中症、感染症）」、「区民

生活全般（家屋、交通、ヒートアイランド）」、「水環境・水資源（渇水、水質保全）」でし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ パリ協定について 

【パリ協定の認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パリ協定の目標達成に向けて取り組むかどうか】 

パリ協定への取組について、「取り組む」が「取り組まない」を上回りました。 
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⑪ SDGｓについて 

【SDGｓの認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【SDGｓの 17の目標の関心度】 

SDGｓにおいて関心は、「気候変動に具体的な対策を」で最も高く、次いで「すべての人

に健康と福祉を」、「貧困をなくそう」でした。一方で、「パートナーシップで目標」、「ジェ

ンダー平等を実現しよう」、「陸の豊かさも守ろう」、「産業と技術革新の基礎をつくろう」

で比較的関心が低くなっています。 
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【SDGｓに示される 17の目標のうち地球温暖化対策に関連した行動・取組状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【SDGｓの目標に関連する取組を実施するにあたり、支障となる事柄】 

「何に取り組むべきかわからない」が最も多く、次いで「取り組んだ成果がわかりづら

い」、「取組に必要な人手・費用が確保できない」でした。 
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⑫ 区内において今後重要だと考える方策 

・最も多いのは「災害に強いまちづくりの推進」、次いで「ごみの減量、リサイクルの推進」、

「植樹や樹木の保全などによる緑化の推進」でした。 

・最も少ないのは、「事業者による環境マネジメントシステムの認証取得支援」、次いで「Ｔ

ＤＭの検討」、「エネルギーの面的利用の推進」でした。 
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⑬  地球温暖化対策について、わかりやすい情報提供手段 

・最も多いのは「テレビ」、次いで「インターネット」、「区の広報紙・ホームページ」及び

「新聞」でした。 

・最も少ないのは「メールマガジン」、次いで「書籍・雑誌」、「シンポジウム・講演会・社

会教育事業」でした。 
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 ─  
─  

事業者意識調査の概要は以下のとおりです。 

アンケート実施期間 2019年 11月 12日（火）～11月 27日（水） 

抽出方法 無作為抽出 

対象者 500事業所 

回収数・回収率 156通（31.2％） 

─  

①事業所の地球温暖化対策に対する取組状況 

【身近な取組】 

・全体を通して「取り組んでいる」の回答率が高い項目は「冷暖房の効きすぎがないよう

にエアコンの設定温度を調整している」(78.1 ％) 、次いで「夏期におけるクールビズを実

行している」( 67.9％) 、「公共交通機関や自転車の利用促進を図っている」( 60. 3％) でした。 

・全体を通して「取り組んでいない」の回答率が高い項目は、「燃料（電気、ガソリンなど）

削減目標の設定を行っている」( 59.6％) 、次いで「建物･作業所の断熱強化や日射遮蔽によ

って、冷房効率を高めている」( 42.3％) 、「高効率照明器具（LED等）を導入している」( 39.7％)

でした。 
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【さらに踏み込んだ取組】 
・最も導入が進んでいる取組は、「エネルギー管理の推進（省エネナビの使用や、エネルギ
ー使用量や CO2 排出量の記録など）」( 15.4％) 、次いで「グリーン購入の推進」( 10.9％) で
した。 
・導入が検討されている取組は、「社員研修などの実施による省エネや省資源対策の啓発」

(9. 0％) 、次いで「環境保全に関する計画やガイドラインの策定」( 7.7％) でした。 

・導入予定はないが関心がある取組は、「環境保全に関する計画やガイドラインの策定」

( 53.2％) 、次いで「省エネ診断による改善・改修」( 50.6％) でした。最も関心が低いもの

は「ESGレポートの公開」( 33.3％) でした。 

・導入予定もなく関心もない取組は、「RE100プロジェクトへの加盟」( 59.6％) 、次いで「自

社製品への省エネラベリング制度の適用」( 58.3％) でした。 
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② 事業所での再生可能エネルギーや省エネルギー設備の利用状況 

      【利用していない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利用している理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 事業所での再生可能エネルギーや省エネルギー設備の利用状況と今後の意向 
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④ 事業所での電力会社の変更状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【電力会社の変更もしくは変更の検討にあたり、最も重視したこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 事業所が省エネをしようとする際に、障害となっていること 
 
「初期投資などで費用がかかる」が最も多く、次いで「何をすべきかわからない」でし

た。 
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⑥ 事業所が省エネ機器を導入する際、補助金制度を利用したことはあるか 

「利用したことがない（対象の機器がなかったため）」が最も多く、次いで「利用したこ

とがない（知らなかったため、今後検討したい）」でした。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

⑦ 5 年後のエネルギー使用量の削減程度 
 
今後のエネルギー削減見込について、「現在とほとんど変わらない」が最も多く、次いで

「15％程度は可能かもしれない」でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 環境マネジメントシステムの取組状況 
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⑨ 地球温暖化（気候変動）の対策：緩和と適応 

【「緩和」、「適応」という言葉の認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地球温暖化による気候変動の影響についての実感】 

「とても実感がある」と「ある程度実感がある」の合計の割合は、「台風の大型化などに

よる影響」で最も高く、次いで「猛暑日や熱帯夜の増加による不快感への影響」、「気温の

上昇による熱中症の増加などの影響」でした。一方、「デング熱をはじめとする感染症の増

加などの影響」、「過耕作、過開拓、森林減少などによる干ばつや砂漠化の影響」、「北極等

の氷の融解による海面上昇の影響」では比較的実感が低くなっています。 
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【区が優先的に進めていくべき適応策】 
 
優先度の高い適応策は、「自然災害（洪水、土砂崩れ）」、「区民生活全般（家屋、交通、

ヒートアイランド）」、「健康（熱中症、感染症）」及び「水環境・水資源（渇水、水質保全）」

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ パリ協定について 

【パリ協定の認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パリ協定の目標達成に向けて取り組むかどうか】 

パリ協定への取組について、「取り組む」が「取り組まない」を上回りました。 
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⑪ SDGｓについて 

【SDGｓの認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【SDGｓの 17の目標の関心度】 

SDGｓについての関心は、「すべての人に健康と福祉を」が最も高く、次いで「気候変動

に具体的な対策を」、「住み続けられるまちづくりを」、「働きがいも経済成長も」でした。

一方、「パートナーシップで目標を達成しよう」、「ジェンダー平等を実現しよう」、「陸の豊

かさも守ろう」、「産業と技術革新の基礎をつくろう」は、関心が比較的低くなっています。。 
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【SDGｓに示される 17の目標のうち地球温暖化対策に関連した行動・取組状況】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【SDGｓの目標に関連する取組を実施するにあたり、支障となる事柄】 

「何に取り組むべきかわからない」が最も多く、次いで「取組に必要な人手・費用が確

保できない」、「取り組んだ成果がわかりづらい」でした。 
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⑫ 区内において今後重要だと考える方策 

・最も多いのは「災害に強いまちづくりの推進」、次いで「ごみの減量、リサイクルの推進」、

「植樹や樹木の保全などによる緑化の推進」でした。 

・最も少ないのは、「事業者による環境マネジメントシステムの認証取得支援」、次いで「エ

ネルギーの面的利用の推進」、「板橋エコアクションの推進」でした。 
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⑬  地球温暖化対策について、わかりやすい情報提供手段 

・最も多いのは「テレビ」、次いで「インターネット」、「区の広報紙・ホームページ」及び

「新聞」でした。 

・最も少ないのは「メールマガジン」、次いで「シンポジウム・講演会・社会教育事業」、

「書籍・雑誌」でした。 
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 ⱥ▪ꜞfi◓  
 ─  

調査対象とした事業者は、板橋区の地域特性を代表する 7 つの事業者や業界団体です。 

調査期間は令和元年 11 月５日( 火) ～12月３日( 水) です。 

ヒアリング調査の設問 

1 温暖化対策に係る業界の取組状況 

2 気候変動に関する業界の取組（適応策） 

3 環境ビジネス、環境産業に関する取組や動向等 

4 環境マネジメントシステムに関する取組状況等 

5 温暖化対策に関する新しい試み 

6 板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）2025に期待する施策等（区
への要望） 

 

 ⱥ▪ꜞfi◓ ─╕≤╘ 

事業者ヒアリング調査の結果① 

項目 主な意見等 

温暖化対策に係

る業界の取組状
況 

●省エネルギー機器の導入・省エネルギー運用 

・太陽光発電システムの導入 
・更新時期等に合わせて照明の LED化を随時実施 
・タイマー式外灯、人感センサー、遮熱フィルム等を導入 
・環境性能優良トラック、アイドリングストップ支援装置、環境タイ

ヤ（リトレッドタイヤ）の導入を推進 
・空調設備及び照明設備の稼働時間の短縮 
・夏期・冬期に扉を閉め、室内気と外気の混合を防止 
・独自のグリーン・エコプロジェクトの実施 

●その他 

・低炭素電力の供給や地球温暖化に関する啓発を社員に実施 
・環境行政との協力による事業の実施 

●課題 
・初期投資の負担が大きいため、省エネ型機器等の更新は進まない 
・建物の老朽化に伴う改修まで、機器更新ができない 
・製品等の性質により、空調設備は使用せざるを得ない 
・温暖化対策に関する啓発をする時間がない、参加者も少ない 
・取組の情報が不足している 

気候変動に関す
る業界の取組 
（適応策） 

●健康面の管理 
・職員におけるクールビズを実施している 
・夏期は工期を長くし、熱中症になりにくい工程を組んでいる 
・屋外に飲料水タンクを設置し熱中症対策を促進している 

・屋外イベントに熱中症対策としてミストを導入 
・建物設計時より高くなった外気温に対応するため、既存機器より能

力の高い空調設備を導入 
・建物内を巡回し、空調の温度管理を徹底している 
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事業者ヒアリング調査の結果② 

項目 主な意見等 

気候変動に関す
る業界の取組 
（適応策） 

●災害への対策 
・1 年に 1 回ほど防災訓練を実施 
・区民へ向けた体験型防災イベントを実施予定 
・台風等における屋外作業の中止が実施され始めている 
・台風の際は現場の足場シートを取り外し、風対策を実施している 
・水害時の避難について話し合いを行っている 

●感染症への対策 
・水たまりの除去や消毒により蚊の発生を防止 

●課題 
・生産設備を 2 階以上に移したいがコスト面に課題がある 
・気候変動に伴い商品の仕入れに影響がある可能性がある 
・自然災害で工場が被災した場合、操業停止する恐れがある 

・台風時でも顧客により屋外作業を続行する場合があり、災害時の事
業中止等を促進する必要がある 

・災害時における非常用発電機への燃料の供給に不安がある 

環境ビジネス、環

境産業に関する
取組や動向等 

顧客要望の変化 

・環境配慮型印刷の要望が増加している 
・太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの導入及び建物の断熱

化が増加している 

●その他 
・災害時における緊急物資輸送を行っている 

●課題 
・顧客側に省エネ型等、気候に関連した商品を買う動きがまだ見られ

ないため、店側もビジネスとしても展開しづらい 

・緊急物資輸送体制をさらに充実する必要がある 

環境マネジメン
トシステムに関
する取組状況等 

●自社の取組状況 
・ISO14001を認証取得して運用している 
・ISO 等の取得は行っていないが、省エネ法対応としてエネルギーに

係る目標設定・管理を行っている 
・小規模事業者で ISOの取得は敷居が高く、取得事業者が増えない状

態であるため、現在は Gマークの取得を推奨している 

●課題 
・書類作成が煩雑であり、システムの必要性について社員の理解が得

にくい 
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事業者ヒアリング調査の結果③ 

項目 主な意見等 

温暖化対策に関
する新しい試み 

●省エネルギー機器の導入 
・5～10年毎に省エネ型の空調機器・照明設備等を積極的に導入の上、

BEMSによる管理を行っている。 

●設備の省エネルギー運用 
・自動ドアの開閉速度や開いている時間を調整し、外部への冷暖房し

た空気の流出を防止している 

●地球温暖化対策に関連した事業の創出 
・営農型発電を検討しており、電力及び農産物双方での地産地消及び

ソーラーシェアリングを目指している 

板橋区地球温暖
化対策実行計画
（区域施策編）

2025 に期待する
施策等 
（区への要望） 

●地球温暖化対策に関する情報提供 
・インターネットやメールを中心とした情報提供、またその後の詳細

な相談先の提供がほしい 

・勉強会等に講師を派遣してほしい 

●補助制度の充実 
・設備の導入・設置費用に加え、設置後の維持管理費までを対象とし

た補助制度がほしい 

・補助金のメニューと対象機器等を広げてほしい 

●区との協働事業の実施 
・区のまちづくりや環境における課題と環境ビジネスを絡め、地域貢

献及びブランドイメージ向上につなげたい 
・環境面で区と協働で実施していけることを検討したい 

●その他 
・地域の経済活性や資本流出を防ぐため板橋区内での地域循環に力を

入れてほしい 

その他 ●SDGｓについて 
・関心があり、SDGｓに係る顧客の要望にコーディネータとして貢献し

ている 

・関連イベントへの出展を行っている 

●補助金制度について 
・国の補助金を活用して大規模コージェネレーションシステム、メガ

ソーラーの導入を行ったことがあり、今後も機会があれば活用して
いく 

・補助金を活用するには年度内での工事完了を基本とするが、年度を
またぐ工事期間が想定されるため利用しにくい 

●電力調達について 
・顧客の要望に応え、再生可能エネルギー由来の電力調達も可能にし

た 
・電力の契約内容を見直し、コスト削減を図った 

   
 

 

 

  
 


